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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】
回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期
決算年月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月

営業収益

（受入手数料）
（百万円）

5,251

(3,552)

3,683

(2,244)

1,849

(1,026)

2,521

(1,774)

2,499

(2,004)

純営業収益 （百万円） 5,031 3,474 1,727 2,474 2,473

経常利益（△損失） （百万円） △334 △1,417 △2,128 △228 95

当期純利益（△純損失） （百万円） △511 △2,512 △2,566 122 76

持分法を適用した場合の

投資利益（△投資損失）
（百万円） △1 △0 △3 △14 △12

資本金 （百万円） 3,251 3,251 3,251 3,251 3,676

発行済株式総数 （千株） 20,013 20,013 20,013 20,013 37,429

純資産額 （百万円） 8,039 5,469 2,881 3,019 3,922

総資産額 （百万円） 30,490 16,637 9,403 6,709 7,815

１株当たり純資産額 （円） 401.88 273.38 144.04 150.97 104.83

１株当たり配当額

（うち１株当たり中間配

当額）

（円）
―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

１株当たり当期純利益

（△純損失）金額
（円） △25.58 △125.58 △128.32 6.11 3.79

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額
（円） ― ― ― 3.89 2.64

自己資本比率 （％） 26.4 32.9 30.6 45.0 50.2

自己資本利益率 （％） ― ― ― 4.1 2.2

株価収益率 （倍） ― ― ― 8.68 11.60

配当性向 （％） ― ― ― ― ―

株主資本配当率 （％） ― ― ― ― ―

自己資本規制比率 （％） 346.4 300.1 260.0 398.1 507.1

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △273 538 △1,020 △2,751 360

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） △299 △104 1,609 988 8

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（百万円） 124 △1,725 △553 199 △0

現金および現金同等物の

期末残高
（百万円） 4,509 3,218 3,253 1,690 2,059

従業員数

（外、平均臨時雇用者数）　（名）

270

(3.0)

264

(4.5)

214

(4.3)
159 147
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　（注）１　当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記

載しておりません。

２　営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３　第65期、第66期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。なお、第67期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するもの

の１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

４　上記の比率は以下の算式により算出しております。

・自己資本比率＝
純資産合計（資本合計）

×100（％）
負債＋純資産合計（資本合計）

・自己資本利益率＝
当期純利益

×100（％）
（前期末純資産合計（資本合計）＋当期末純資産合計（資本合計））÷２

・株主資本配当率＝
配当金総額

×100（％）
純資産合計（資本合計）

・自己資本規制比率は金融商品取引法の規定に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。

５　第65期、第66期、第67期の自己資本利益率および株価収益率は、当期純損失であるため算出しておりません。

６　第68期より平均臨時雇用者数については、重要性がないため省略しております。
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２【沿革】
年月日 概要

昭和19年３月30日企業整備法に基づき赤座株式店（昭和11年２月設立）を改組し、丸八証券株式会社（資本金30万

円）を設立

昭和23年９月16日証券取引法に基づく証券業者として登録

昭和24年４月１日名古屋証券取引所設立に伴い、正会員となる

昭和39年11月11日資本金を5,000万円に増資

昭和41年５月２日旧一色証券より営業権の譲受け

昭和41年10月１日旧都築証券より営業権の譲受け

昭和42年８月１日旧幡豆証券より営業権の譲受け

昭和43年４月１日免許制に移行　証券取引法に基づく第１号、２号、４号免許取得

昭和49年３月６日本社社屋新築

昭和55年10月１日資本金を１億円に増資

昭和57年11月29日累積投資業務に係る代理業務の兼業承認を受ける

昭和59年10月１日資本金を２億円に増資

昭和59年10月２日証券投資信託受益証券の収益金、償還金および一部解約金支払いの代理業務の兼業承認を受ける

昭和61年10月１日資本金を４億円に増資

昭和62年３月６日証券取引法に基づく第３号免許を取得

昭和62年４月１日大阪証券取引所正会員となる（遠隔地会員）

昭和62年10月３日東京証券取引所における国債証券等に係る先物取引の取引資格を取得

昭和63年４月１日資本金を10億円に増資

昭和63年５月23日東京証券取引所正会員となる

昭和63年10月31日抵当証券の販売の媒介および保管業務の兼業承認を受ける

平成元年４月25日金融先物取引所正会員となる

平成元年６月28日金融先物取引業の兼業承認を受ける

平成２年４月１日 資本金を23億円に増資

平成４年５月１日 金融先物取引業廃止

平成４年６月30日東京金融先物取引所会員退会

平成10年12月１日証券取引法の改正による証券業の登録をする

平成12年６月26日大阪証券取引所正会員となる

平成14年６月28日資本金を30億円に増資

平成16年11月22日日本証券業協会に株式を店頭登録

平成16年12月13日日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場

平成17年３月８日転換社債の株式転換により、資本金32億39百万円となる

平成17年５月10日転換社債の株式転換により、資本金32億51百万円となる

平成19年９月30日金融商品取引法に基づく金融商品取引業者としての登録を受ける

平成20年11月１日エース証券株式会社と業務提携契約を締結

平成21年12月27日吸収分割により通信取引事業を分離

平成22年２月８日本社を名古屋市中区栄から名古屋市中区新栄町に移転

平成22年４月１日ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（現　大阪

証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード））に上場

平成23年３月31日転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の権利行使による新株の発行により、資本金36

億76百万円となる

　 エース証券株式会社の子会社となる

　 店舗数は本支店７カ店
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３【事業の内容】

当社の事業は、金融商品取引業を中核とする投資金融サービス業を主な事業の内容とし、顧客に対して資産運用の

幅広いサービスを提供しております。

主要業務としては、次の業務を営んでおります。

１　「有価証券の売買、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引および外国市場証券先物取引（以下、「有

価証券の売買等」という。）」

自己の計算により有価証券の売買等（トレーディング業務を含む）を行う業務であります。

２　「有価証券の売買等の媒介、取次ぎおよび代理ならびに有価証券市場（外国有価証券市場を含む。）における有価

証券の売買等の委託の媒介、取次ぎおよび代理」

顧客の委託を受けて有価証券の売買を執行することを中心とする業務であります。

３　「有価証券の引受けおよび売出し」

有価証券の発行に際し売出しの目的をもって発行者からその全部または一部を取得し、または、既発行有価証券

を広く一般に均一の条件で売出す業務であります。

４　「有価証券の募集および売出しの取扱い」

有価証券の発行者または所有者もしくは引受人の委託を受け、新たに発行される有価証券の募集を取扱ったり、

すでに発行された有価証券を売りさばく業務であります。

５　「有価証券の私募の取扱い」

新たに発行される有価証券について少数の投資家または適格機関投資家のみを相手方として買付けの申込の勧

誘を行なう業務であります。

６　「金融商品取引業に付随する業務」

金融商品取引業に付随する業務として、金融商品取引法第35条に定められた業務であります。

　

当社は、事業本部ごとに、主に個人投資家向けの対面営業および自己資金によるディーリングを中心に事業活動を

展開し、事業本部を基礎とした個人投資家等との取引、ディーリング取引に区別したセグメントから構成されており、

「対面取引業務」、「ディーリング業務」の２つを報告セグメントとしております。

「対面取引業務」は、上記１の一部および２～６の業務を対象とし、主に顧客の委託を受けて有価証券の売買を執

行することを中心とした業務を行っております。

「ディーリング業務」は、上記１の一部の業務を対象とし、当社が利益を得ることを目的として、自己の計算により

有価証券の売買等を行っております。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業の
内容

議決権の
所有又は
被所有割
合
(％)

関係内容

（親会社）      

エース証券株式会社

（注）
大阪市中央区 8,831

金融商品取引

業

被所有

46.5

証券事業に関する包括的業務

提携

役員の兼任等…無

（注）１．エース証券株式会社は、有価証券報告書を提出しております。

２．エース証券株式会社の議決権の被所有割合は50％以下でありますが、実質支配力基準に基づく親会社とし

ております。

 

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

 平成23年３月31日現在

従業員数（名） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（千円）

147  41  歳　６　ヶ月 12  年　０　ヶ月 5,369

　

セグメントの名称 従業員数（人）

対面取引業務 76

ディーリング業務 13

報告セグメント計 89

全社（共通） 58

合計 147

（注）１　従業員数は就業人員数であり、ディーラー（11名）、社外から当社への出向者（１名）を含んでおります。

２　平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

３　平均年間給与は、ディーラー（11名）分を含んでおりません。なお、ディーラー分を含めた場合の平均年間給

与は5,441千円であります。

４　全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

　

(2）労働組合の状況

現在、労働組合は組織されておりません。

労使関係はきわめて安定しており、労使協調して社業の発展に努力しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国の経済は、政府の経済対策や新興国の需要拡大により景気に持ち直しの動きがみられた

ものの、国内の雇用、所得環境の回復の遅れや不安定な為替動向等による先行き不透明感が続いたことに加え、資源や

食料価格の高騰等の景気下振れリスクが存在し、予断を許さない状況が続きました。さらに、平成23年３月11日に発生

した未曾有の東日本大震災による甚大な被害状況により、景気の先行きが危ぶまれるなか、期末をむかえました。

わが国の株式市場においては、期初11,178円で始まった日経平均株価は、８月には9,000円を割込む水準まで下落

後、平成23年２月に10,891円まで回復いたしましたが、３月の地震の影響で急落し、期末は9,755円となりました。

当期のセグメントの業績の概況は次のとおりとなりました。

　

①　純営業収益

平成21年12月において通信取引業務の事業分離を行ったことなどにより当社の株式委託売買高は1,606億円（前

期比34.6％減）、委託売買株数は２億42百万株（前期比46.4％減）とそれぞれ減少しましたが、対面取引の委託手

数料が増加したため、株式委託手数料は、12億36百万円（前期比2.9％増）となりました。この結果、債券、受益証券

を含めた委託手数料の合計は12億43百万円（前期比3.2％増）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、海外の債券、ＲＥＩＴを組み入れた投資信託の販

売増により受益証券の取扱手数料が５億84百万円（前期比30.9％増）と増加したため、債券の取扱手数料を含め合

計５億85百万円（前期比29.6％増）となりました。

その他の受入手数料は、投資信託の信託報酬の増加により１億75百万円（前期比48.8％増）となりました。

また、顧客の注文を受けて債券の売買を行った結果の債券等トレーディング損益は２億23百万円（前期比54.8％

減）となりました。

ディーリング業務は、ディーラーが４名増加したことで自己の計算により売買を行った結果の株券等トレーディ

ング損益は１億73百万円（前期比32.0％増）となりました。

金融収益が98百万円（前期比18.7％減）となりましたが、通信取引業務の事業分離による貸借取引高減少で金融

費用が25百万円（前期比44.3％減）となったことにより、金融収支は72百万円（前期比2.8％減）となりました。

以上の結果、対面取引業務の純営業収益は22億99百万円（前期比6.2％増）、ディーリング業務の純営業収益は１

億74百万円（前期比35.0％増）となりました。

②　販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、通信取引業務の事業分離による取引高の減少の影響により取引関係費が１億52百万円減

の２億52百万円（前期比37.6％減）となったことや通信取引業務の事業分離によるシステム保守費用の減少など

により不動産関係費が１億円減の１億98百万円（前期比33.7％減）、人材派遣料の減少などにより事務費が55百万

円減の５億25百万円（前期比9.6％減）等により合計３億29百万円減少し、合計23億30百万円（前期比12.4％減）

となりました。

 

③　特別損益

特別利益として、受取和解金21百万円、ゴルフ会員権売却益４百万円および金融商品取引責任準備金戻入４百万

円等により合計31百万円を計上いたしました。 

特別損失として、退職給付制度改定損19百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額13百万円および減損

損失７百万円等により合計40百万円を計上いたしました。 

　

以上の結果、当社の営業利益は１億43百万円（前期は１億84百万円の営業損失）、経常利益は95百万円（前期は２

億28百万円の経常損失）、当期純利益は76百万円（前期比37.7％減）となりました。
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(2) キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて３億68百万円増加し、20億59百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、３億60百万円の増加（前期は27億51百万円の減少)となりました。

これは主として、預り金及び受入保証金の増加２億85百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増加１億69百万円、

預託金の増加１億64百万円によるものであります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の増加（前期は９億88百万円の増加）となりました。これ

は主として、従業員に対する長期貸付金の回収による収入13百万円、ゴルフ会員権の売却による収入４百万円、有形

固定資産の取得による支出７百万円が生じたことによるものであります。

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、主な増減項目がありません。

 　

２【対処すべき課題】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

当事業年度において、エース証券株式会社が引受先となっていた８億50百万円の転換社債型新株予約権付社債

にかかる新株予約権の権利行使により、固定負債が減少し、株主資本が増加いたしましたが、今後も財務体質の強

化に取り組んでまいります。

また、当事業年度において、当社は経常利益段階で５期ぶりとなる95百万円の利益を計上いたしましたが、引き

続き、投資信託等の募集営業を強化し、株式市況に影響されにくい収益構造への転換を図るとともに、更なるコス

ト削減・業務の効率化に取り組み、収益拡大に努めてまいります。

なお、当面の課題として、中期経営計画を推し進めることにより、愛知県内での経営基盤・顧客基盤の拡大、人材

の確保・育成に努めてまいります。
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３【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。また、必

ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上重要であると考えられる事項については、投

資者に対する積極的な情報開示の観点から以下に記載しております。なお、ここに記載する項目については当社が

現状で認識しているものに限られており、その全てが網羅されている訳ではありません。当社では、リスク発生の可

能性を認識し、発生の回避および発生した場合の影響を最小限とすべく、その対応に努めてまいります。

 

①　主要な事業の前提について

当社は、金融商品取引業者として金融商品取引法第29条に基づく金融商品取引業者の登録（登録番号　東海財務

局長（金商）第20号）を受けて金融商品取引業を営んでおります。金融商品取引業については、金融商品取引法第

52条第１項、同第53条第３項、同第54条にて登録の取消しとなる要件が定められており、これに該当した場合、登録

の取消しが命じられます。

現時点において、当社はこれらの取消し事由に該当する事項はないと認識しております。しかしながら、将来何ら

かの事由により登録等の取消しを命じられた場合には、当社の主要な事業活動に支障をきたすとともに業績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。

 

②　金融商品取引法等法令の遵守について

金融商品取引業者は、金融商品取引法等の法令・諸規則等の規制のもと、営業行為を行っております。法令違反等

が発生した場合に、損失が出る、訴訟の提起やあっせんの申立て等を受ける、監督当局から行政処分等を受ける等に

よって、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

③　自己資本規制比率について

金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、金融商品取引業者の経営の健全性の確保の

ため、金融商品取引業者に対して自己資本規制比率を一定以上維持することを義務づけております。（金融商品取

引法第46条の６第１項）。当該比率が120％を下回った場合、金融庁は金融商品取引業者に対して、業務方法の変更

等を命じ、財産供託その他監督上必要な事項を命じることができます。また、100％を下回った場合には３ヶ月以内

の期間、業務の停止を命じることができ、さらに業務停止命令後３ヶ月を経過しても100％を下回り、かつ、回復の見

込みがないときには金融商品取引業の登録を取り消すことができるとされています（同法第53条、第194条の７第

１項）。また、金融商品取引業者は、四半期ごとに、この自己資本規制比率を記載した書面を作成し、３ヶ月間、全て

の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならず（同法第46条の６第３項）、これに違反した場合には罰則

が科されます（同法第198条の６第６号、第207条第１項第４号）。

（注）自己資本規制比率とは、金融商品取引業者が常に健全な経営を維持するために維持することが要求されている

指標です。具体的には、固定化されていない自己資本の額の、保有する有価証券の価格変動その他の理由により発

生しうるリスク相当額の合計に対する比率を指します。

 

④　顧客資産の分別管理について

金融商品取引業者は、金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき、経営破綻等が生じた

場合に顧客資産が適切かつ円滑に返還されるよう、顧客から預託を受けた有価証券および金銭につき、自己の固有

財産と分別して管理することが義務づけられております。しかし、分別管理が十分でないと判断された場合には、金

融庁長官による行政処分の対象となるほか（金融商品取引法第52条第１項第６号）、刑事罰も科されます（同法第

198条の５第２号、第207条第１項第３号）。

 

⑤　証券業の収益変動リスクについて

国内および海外株式・債券相場が下落または低迷した場合や為替相場の動向により、流通市場での売買高が減少

し、結果として当社の売買委託手数料等が減少する可能性があります。

 

⑥　トレーディング業務の影響について

当社は自己勘定で株券・債券等のトレーディング業務を行っており、自己ポジション等については常に監視をし

ておりますが、株式・債券・為替の市況によって大きく変動するため、当社の経営成績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。
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⑦　資金調達について

当社は現在、自己資金の他、第三者割当による新株予約権付社債（劣後特約付）発行および金融機関等からの借

入等によって資金調達を行っておりますが、当社の経営成績および財政状態について信用不安等が広がった場合、

著しく高い金利での調達を余儀なくされる、または資金調達が不能になる可能性があります。

 

⑧　第三者割当により発行される新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

当社が平成20年11月20日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）について、平成23

年３月31日現在の残存額は１億50百万円（潜在株式数は3,000,000株）であり、当社の発行済株式数の8.0％に相当

します。残存額の全額を保有する当社代表取締役会長中村吉孝が新株予約権を全て行使した場合、１株当たりの株

式価値が希薄化するおそれがあります。

 

⑨　システム関連について

当社または当社の業務委託先が業務上使用するコンピューターシステムや回線に、重大な不都合、外部からの不

正アクセス、災害等による障害が発生した場合、障害規模によっては当社業務に支障をきたし、当社の経営成績およ

び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑩　災害発生時について

当社は地震、風水害、テロ等の災害発生時およびその恐れがある場合は、「事業継続計画（ＢＣＰ）」に基づき、

事業を継続し、かつ重要な業務が中断した場合に速やかに当該事業が再開できるよう体制を構築しておりますが、

本支店が愛知県内に集中していることから、災害地域・規模によっては業務において全面的に支障をきたし、当社

の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑪　顧客情報の漏洩について

当社は、顧客情報の保管に関する社内規程等を制定・整備し、その管理には万全を図っておりますが、顧客情報が

流出した場合、賠償金の発生や社会的信用の失墜等により、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。

 

⑫　事務リスクについて

当社では、各種マニュアルの整備やコンプライアンス体制の整備強化に努めておりますが、事務処理プロセスで

発生する事務ミス、事故、または不正等により損失が発生する可能性があります。

 

⑬　信用取引について

信用取引においては、顧客への信用供与が発生し、市場の変動によって顧客の信用リスクが顕在化する可能性が

あります。株式相場の変動等により、各顧客に追加で担保の差入れを求める場合がありますが、顧客が追加担保の差

入れに応じない場合は、ルールに従い、建玉の処分および担保の処分を行なうこととなります。株式相場が急激に変

動した場合等、顧客に対する立替金を十分回収できない可能性があり、当社の経営成績および財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。

 

⑭　取引先等の債務不履行について

当社の保有する金銭債権や預金等の資産は、相手先が債務不履行に陥った場合、回収が困難となり、当社の経営成

績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑮　親会社との業務提携について

親会社であるエース証券株式会社と当社の間で締結されている包括的業務提携は、当社の経営基本方針や中期経

営戦略に合致するものであり、当社の今後の経営成績向上に寄与するものと考えておりますが、今後、エース証券株

式会社の方針に変更があった場合には、当社の経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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４【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

５【研究開発活動】

該当事項はありません。

 

６【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 重要な会計方針および見積り

当社の財務諸表は、わが国において、一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この

財務諸表の作成にあたりまして、投資有価証券の評価、立替金等にかかる貸倒引当金、繰延税金資産の回収可能性、

固定資産の減損処理などの資産・負債および収益・費用の状況に影響を与える見積および判断については、過去の

実績やその時点において入手可能な情報に基づいた合理的と考えられる要因を考慮した上で行っております。多く

の不確実な要素が存在する状況において、もっとも適切と考えられる前提条件、情報を通じて実施しておりますが、

前提となる客観的な事実や事業環境の変化などにより、見積りと将来の実績が異なる場合があります。

 

(2) 経営成績の分析

①　純営業収益

・受入手数料

先行きが不透明な経済情勢のなか、当事業年度の当社の株式委託売買高および委託売買株数は通信取引業務の事

業分離を行った影響もあり大きく減少しました。一方、株式委託手数料は対面取引でのエース経済研究所のレポー

トに基づく営業の結果、12億36百万円（前期比2.9％増）となり、債券、受益証券を含めた委託手数料の合計は12億

43百万円（前期比3.2％増）となりました。

また、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料は、中期経営計画に基づいた投資信託の販売強

化により、受益証券の取扱手数料が５億84百万円（前期比30.9％増）と増加したため、債券の取扱手数料を含め合

計５億85百万円（前期比29.6％増）となり、その他の受入手数料は、投資信託残高の増加に伴う信託報酬の増加に

より、１億75百万円（前期比48.8％増）となりました。

以上の結果、受入手数料の合計は、20億４百万円（前期比12.9％増）となりました。

 

・トレーディング損益

トレーディング損益は、ディーラーが４名増加したことにより株券等トレーディング損益が１億73百万円（前期

比32.0％増）となりましたが、債券等トレーディング損益が外国債券の売買高減少により２億22百万円（前期比

54.9％減）となり、全体で３億96百万円（前期比36.6％減）となりました。

 

・金融収支

信用取引残高の減少などにより、金融収益が98百万円（前期比18.7％減）となりましたが、短期借入金の減少お

よび信用取引費用の減少により金融費用は25百万円（前期比44.3％減）となったことにより、金融収支は72百万円

（前期比2.8％減）となりました。

 

以上の結果、純営業収益は24億73百万円（前期比１百万円減）となりました。
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②　販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、通信取引業務の事業分離による取引高の減少の影響により取引関係費が１億52百万円減

の２億52百万円（前期比37.6％減）となったことや通信取引業務の事業分離によるシステム保守費用の減少など

により不動産関係費が１億円減の１億98百万円（前期比33.7％減）、人材派遣料の減少などにより事務費が55百万

円減の５億25百万円（前期比9.6％減）等により合計３億29百万円減少し、合計23億30百万円（前期比12.4％減）

となりました。

 

③　特別損益

特別利益として、受取和解金21百万円、ゴルフ会員権売却益４百万円および金融商品取引責任準備金戻入４百万

円等により合計31百万円を計上いたしました。

特別損失として、退職給付制度改定損19百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額13百万円および減損

損失７百万円等により合計40百万円を計上いたしました。

 

以上の結果、当社の営業利益は１億43百万円（前期は１億84百万円の営業損失）、経常利益は95百万円（前期は

２億28百万円の経常損失）、当期純利益は76百万円（前期比37.7％減）となりました。

 

(3) 財政状態の分析

①　資産・負債の部

当期末の資産合計は、投資その他の資産69百万円、有形固定資産47百万円がそれぞれ減少したものの信用取引資

産７億26百万円、現金・預金３億68百万円および預託金１億64百万円等がそれぞれ増加したことにより、前期比11

億５百万円増加し、78億15百万円(前期比16.5％増）となりました。

当期末の負債合計は、新株予約権付社債の権利行使により８億50百万円減少したものの信用取引負債８億95百万

円、預り金１億58百万円等がそれぞれ増加したことにより前期比２億３百万円増加し、38億92百万円（前期比5.5％

増）となりました。

 

②　純資産の部

当期末の純資産は、その他有価証券評価差額金が23百万円減少したものの新株予約権付社債の権利行使により資

本金４億25百万円、資本準備金４億25百万円がそれぞれ増加したことと当期純利益76百万円を計上した等により前

期比９億２百万円増加し、39億22百万円(前期比29.9％増）となりました。

　

(4) キャッシュフローの状況の分析

現金及び現金同等物の当期末残高は、期首残高に比べて３億68百万円増加し、20億59百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、３億60百万円の増加（前期は27億51百万円の減少)となりました。

これは主として、預り金及び受入保証金の増加２億85百万円、信用取引資産及び信用取引負債の増加１億69百万円、

預託金の増加１億64百万円によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当期の投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の増加（前期は９億88百万円の増加）となりました。こ

れは主として、従業員に対する長期貸付金の回収による収入13百万円、ゴルフ会員権の売却による収入４百万円、有

形固定資産の取得による支出７百万円が生じたことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、主な増減項目がありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資の総額は13百万円であり、その主なものは、支店の改修工事、システム関連設備の更新等であ

ります。

なお、当事業年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

　 平成23年３月31日現在

事業所名 所在地
建物 土地 合計

帳簿価額
（百万円）

従業員
（名）

帳簿価額
（百万円）

面積（㎡）
帳簿価額
（百万円）

本店（注１）
名古屋市中区新栄町二

丁目４番地
31 ― ― 31 57

池下分室
名古屋市千種区春岡一

丁目２番７号
34 160.1 117 151 10

西尾支店（注１）
愛知県西尾市桜木町三

丁目17番地１
1 ― ― 1 16

蒲郡支店
愛知県蒲郡市元町８番

12号
24 127.0 13 38 11

安城支店（注１）
愛知県安城市御幸本町

２番５号
0 ― ― 0 9

藤が丘支店（注１）
名古屋市名東区藤が丘

138番地の１
0 ― ― 0 10

中村支店（注１）
名古屋市中村区豊国通

二丁目２番地
0 ― ― 0 9

庄内支店（注１）
名古屋市西区庄内通三

丁目５番地
0 ― ― 0 11

ディーリング室

（注１）

大阪市中央区高麗橋一

丁目６番８号
0 ― ― 0 14

その他
　

30 287.6 66 96 ―

合計
　

123 574.8 196 319 147

（注）１　賃借店舗の年間賃借料は、74百万円であります。

２　「その他」の建物欄は、社宅・寮であります。また、土地欄は寮であります。

３　上記のほか、器具・備品61百万円があります。

４　セグメント資産については、各報告セグメントへの配分を行っていないため、セグメント名称の記載を省略し

ております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】 

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 80,000,000

計 80,000,000

　

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）
（平成23年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年６月27日）

上場金融商品取引所名
または登録認可金融商
品取引業協会名

内容

普通株式 37,429,708 37,429,708

大阪証券取引所

 ＪＡＳＤＡＱ市場

（スタンダード）　

単元株式数

1,000株

計 37,429,708 37,429,708 ― ―

　　(注） 提出日（平成23年６月27日）現在の発行数には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの間に新

株予約権の行使があった場合に発行される株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

　　平成20年10月31日取締役会決議

 
事業年度末現在

（平成23年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成23年５月31日）

新株予約権付社債の残高（百万円） 150 150

新株予約権の数（個） 3 3

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 3,000,000 3,000,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 50 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年11月20日

至　平成25年11月19日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合

の株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　50

資本組入額　　25
同左

新株予約権の行使の条件
各新株予約権の一部行使は

できないものとする。
同左

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は、会社

法第254条第２項本文および

第３項本文の定めにより、本

社債または本新株予約権の一

方のみを譲渡することはでき

ない。

同左

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して

は、当該新株予約権にかかる

本社債の全部を出資するもの

とし、その価額は当該本社債

の払込金額と同額とする。

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関

する事項
該当事項はありません。 同左

 

 　

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（千株）

発行済株式総
数残高
（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

 平成22年４月１日～

 平成23年３月31日

（注）

17,416 37,429 425 3,676 425 1,629

　　（注）１．発行済株式の総数の増加17,416千株、資本金の増加425百万円、資本準備金の増加425百万円は転換社債型

新株予約権付社債にかかる新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。

２．平成23年６月25日開催の定時株主総会において、資本準備金を1,383百万円減少し、欠損の補填をするこ

とを決議しております。

 

（６）【所有者別状況】

 平成23年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数1,000株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府および
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） ― 7 13 13 2 ― 1,555 1,590 ―

所有株式数

（単元）
― 546 17,833 4,077 1,146 ― 13,805 37,407 22,708

所有株式数の

割合（％）
― 1.46 47.67 10.90 3.06 ― 36.91 100.00 ―

（注）　自己株式11,888株は、「個人その他」に11単元および「単元未満株式の状況」に888株含まれております。

 

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

有価証券報告書

15/87



（７）【大株主の状況】

 平成23年３月31日現在

氏名または名称 住所 所有株式数（株）
発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

エース証券株式会社 大阪府大阪市中央区本町２－６－11 17,416,666 46.5

中村　吉孝 愛知県名古屋市瑞穂区 3,034,000 8.1

野村土地建物株式会社 東京都中央区日本橋本町１丁目７－２ 2,177,000 5.8

黒川木徳フィナンシャル

ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋１丁目16－３ 1,413,000 3.7

ＣＢＮＹ－ＡＧＦ　ＩＮＶＥ

ＳＴＭＥＮＴＳ　ＩＮＣ　ＡＳ

　ＭＡＮＡＧＥＲ／ＴＲＵＳ

ＴＥＥ

（常任代理人）

シティバンク銀行株式会社

SUITE 3100, TORONTO DOMINION TOWER,

66 WELLINGTON STREET WEST, TORONTO,

ONTARIO, M5K 1E9 CANADA

 

（東京都品川区東品川２丁目３番14号）

1,011,000 2.7

中村　芙美子 愛知県名古屋市昭和区 877,000 2.3

吉田　則雄 愛知県名古屋市千種区 658,000 1.7

株式会社ファンドクリエー

ション

東京都港区六本木６丁目10－１号

六本木ヒルズ森タワー37Ｆ
410,000 1.0

高畑　一貴 兵庫県西宮市 400,000 1.0

赤座　登 東京都国立市 316,800 0.8

計 ― 27,713,466 74.0

（注）１．前事業年度末において主要株主であった中村吉孝氏、野村土地建物株式会社および黒川木徳フィナンシャル

ホールディングス株式会社は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

２．前事業年度末において主要株主でなかったエース証券株式会社は、当事業年度末現在では主要株主になってお

ります。
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（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成23年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 11,000 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 37,396,000 37,396 ―

単元未満株式 普通株式 22,708 ― ―

発行済株式総数 37,429,708 ― ―

総株主の議決権 ― 37,396 ―

（注）　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式888株が含まれております。

②【自己株式等】

平成23年３月31日現在

所有者の氏名また
は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

丸八証券株式会社
名古屋市中区新栄町

二丁目４番地
11,000 ― 11,000 0.03

計 ― 11,000 ― 11,000 0.03

（注）　平成23年３月31日現在における当社の保有自己株式数は11,888株であります。

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

（３）【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 990 59,400

当期間における取得自己株式 ― ―

（注）当期間における取得自己株式には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り

による株式は含まれておりません。

（４）【取得自己株式の処理状況および保有状況】

区分
当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

株式数（株）
処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 ― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った

取得自己株式
― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 11,888 ― 11,888 ―

（注）当期間における保有自己株式数には、平成23年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題と位置付けており、企業価値の向上を踏まえた内部留保に配慮し

つつ、安定的かつ継続的に配当性向30％を目指すことを基本方針としております。

当社は、期末配当の年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、「会社法第459条第１項の規定に基づ

き、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。

当事業年度は、当期純利益76百万円を計上いたしましたが、配当の原資となる分配可能額を確保するに至りません

でした。したがいまして誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきました。

 

 

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期

決算年月 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

最高（円） 660 280 217 77 70

最低（円） 252 129 40 33 31

（注）　最高・最低株価は、平成22年４月１日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであり、平成22年10月12

日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。それ以前はジャスダック証

券取引所におけるものであります。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成22年10月平成22年11月平成22年12月平成23年１月 平成23年２月 平成23年３月

最高（円） 57 60 62 61 60 63

最低（円） 49 53 56 54 55 31

（注）　最高・最低株価は、平成22年10月12日より大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであ

り、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおけるものであります。
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５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

代表取締役会長  中村 吉孝 昭和45年８月31日生

平成６年４月

平成16年12月

平成18年５月

平成19年６月

平成20年１月

 

平成20年４月

平成21年５月

 
平成22年６月

野村證券株式会社入社

同社　年金業務部

当社入社　総合企画部次長

取締役　IR担当兼総合企画担当

取締役　マネジメント本部長兼

総務部長

代表取締役社長

株式会社エース経済研究所

社外取締役

代表取締役会長（現任）

(注)２ 3,034

代表取締役社長
社長執行役員

お客様本部長
駒林 秀雄 昭和18年６月20日生

昭和37年４月

 

昭和38年３月

平成10年６月

平成11年12月

 

平成16年６月

平成20年４月

 

 

 

平成21年４月

 

 

平成21年６月

 

平成22年６月

野村證券投資信託販売株式会社

入社

野村證券株式会社入社

同社　浜松支店長

エース証券株式会社入社

八日市支店長

同社　専務取締役　営業本部長

同社　専務取締役　営業本部管掌

兼引受本部管掌兼プライベート

・バンキング本部管掌兼法人本

部管掌

同社　顧問

当社入社　専務執行役員

お客様本部長

代表取締役副社長

お客様本部長

代表取締役社長兼社長執行役員

お客様本部長（現任）

株式会社エース経済研究所

社外取締役（現任）

(注)２ 11

取締役

専務執行役員

コンプライア

ンス本部担当

出田 順蔵 昭和24年11月６日生

昭和49年４月

 

平成８年７月

 

平成11年４月

平成12年６月

平成16年６月

平成20年６月

 

平成21年４月

 

平成21年９月

 

平成21年12月

 

平成22年６月

株式会社日本長期信用銀行

（現：株式会社新生銀行）入行

長銀証券株式会社出向　取締役

債券部長

しんきん証券株式会社入社

同社　取締役

同社　常務取締役

当社入社　取締役　コンプライア

ンス本部長兼法務部長

取締役　コンプライアンス本部

長兼お客様相談室長

取締役　コンプライアンス本部

長

取締役　コンプライアンス本部

担当

取締役兼専務執行役員　コンプ

ライアンス本部担当（現任）

(注)２ 11
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

取締役

専務執行役員

商品本部長兼

総務人事部担

当

小椋 健治 昭和17年６月５日生

昭和36年４月

平成７年６月

平成10年６月

平成10年６月

 

平成15年６月

 

平成17年６月

平成18年７月

 

平成21年４月

 

平成21年６月

平成22年６月

 

平成23年３月

野村證券株式会社入社

同社　営業総務部長

エース証券株式会社　顧問

同社　取締役　総務部・人事担当

同社　専務取締役　業務管理本部

・人事部・財務部管掌

同社　顧問

同社　専務執行役員　法務・広報

室長

同社　顧問

当社入社　専務執行役員

取締役　商品本部長

取締役兼専務執行役員　商品本

部長兼マネジメント本部担当

取締役兼専務執行役員　商品本

部長兼総務人事部担当（現任）

(注)２ 20

取締役

専務執行役員

マネジメント

本部長兼包括

的業務提携・

財務部・シス

テム管理室担

当

細川 一夫 昭和22年12月２日生

昭和46年４月

平成13年７月

平成14年６月

 

平成14年６月

平成20年７月

平成21年６月

平成21年６月

平成22年６月

 

平成23年３月

野村證券株式会社入社

同社　公共法人部部長

野村土地建物株式会社

常勤監査役

当社　社外監査役

当社　社外取締役

エース証券株式会社　顧問

同社　代表取締役専務

当社入社　取締役兼専務執行役

員　包括的業務提携担当

取締役兼専務執行役員　マネジ
メント本部長兼包括的業務提携

・財務部・システム管理室担当

（現任）

(注)２ 3

取締役

専務執行役員

お客様本部副

本部長兼三河

ブロック長

里野 泰則 昭和29年１月17日生

昭和47年４月

平成16年７月

 

平成18年６月

 

平成19年６月

平成19年７月

 

平成20年４月

 

平成20年６月

平成20年８月

平成21年２月

平成21年６月

平成22年６月

野村證券株式会社入社

当社入社　執行役員IR担当兼総

合企画室長

取締役　IR担当兼総合部企画部

長

常務取締役　リテール本部長

株式会社東海夢ファンド　取締

役（非常勤）（現任）

代表取締役専務　リテール本部
長

取締役　リテール本部長

取締役

取締役　商品本部長

専務執行役員　三河ブロック長

取締役兼専務執行役員　お客様

本部副本部長兼三河ブロック長

（現任）

(注)２ 52
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（千株）

監査役（常勤）  湯川　勇 昭和24年11月28日生

昭和47年４月

平成９年６月

平成16年６月

平成19年６月

平成19年12月

平成20年１月

平成20年６月

当社入社

庄内支店長

通信取引センター部長

本店営業部　部長

通信取引センター部長

システム管理部長

当社監査役（現任）

(注)３ 26

監査役  荻野 恒久 昭和38年４月17日生

昭和63年10月

 

平成６年３月

平成６年10月

平成９年７月

平成９年８月

平成12年６月

 

平成18年６月

平成20年11月

英和監査法人

（現：あずさ監査法人)　入所

同所　退所

三宅会計事務所　入所

同所　退所

荻野公認会計士事務所（現任）

有限会社コンサルティングボッ

クス　代表取締役（現任）

当社監査役（現任）

株式会社あいけん保険サービス

代表取締役（現任）

(注)４ 1

監査役  大坪 隆夫 昭和23年11月25日生

昭和42年４月

平成12年６月

平成13年６月

平成14年７月

平成17年６月

平成23年６月

野村證券株式会社入社

同社　大阪支店総務部長

エース証券株式会社　執行役員

同社　上席執行役員

同社　常務取締役（現任）

当社監査役（現任）

(注)５ ―

計 3,158

（注）１．監査役　荻野恒久、大坪隆夫の両氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．平成23年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３．平成21年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．平成22年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．平成23年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
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６【業務の状況】

(1）概況

①　受入手数料の内訳

期別 区分
株券

（百万円）
債券

（百万円）
受益証券
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

第68期

（平成21年４月～

平成22年３月）

委託手数料 1,201 1 1 ― 1,204

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
― 4 446 ― 451

その他の受入手数料 10 0 102 3 118

計 1,212 7 551 3 1,774

第69期

（平成22年４月～

平成23年３月）

委託手数料 1,236 0 6 ― 1,243

募集・売出し・特定投資家向

け売付け勧誘等の取扱手数料
― 0 584 ― 585

その他の受入手数料 6 0 165 2 175

計 1,243 1 757 2 2,004

②　売買等損益

＜トレーディング損益の内訳＞

区分

第68期
（平成21年４月～平成22年３月）

第69期
（平成22年４月～平成23年３月）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

実現損益
（百万円）

評価損益
（百万円）

計
（百万円）

株券等トレーディング損益 131 ― 131 173 ― 173

債券等トレーディング損益 493 ― 493 222 ― 222

計 625 ― 625 396 ― 396
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③　自己資本規制比率

 
第68期

(平成22年３月31日)
第69期

(平成23年３月31日)

基本的項目(百万円)  (A) 3,008 3,922

補完的項目

評価差額金(評価

益)等
(百万円) 11 ―

金融商品取引責

任準備金等
(百万円) 24 20

一般貸倒引当金 (百万円) 3 1

短期劣後債務 (百万円) 1,000 150

計 (百万円)(B) 1,039 172

控除資産  (百万円)(C) 880 796

固定化されていな

い自己資本の額
(A)＋(B)－(C)(百万円)(D) 3,167 3,298

リスク相当額

市場リスク相当

額
(百万円) 12 8

取引先リスク相

当額
(百万円) 70 88

基礎的リスク相

当額
(百万円) 712 553

計 (百万円)(E) 795 650

自己資本規制比率 (D)／(E)×100(％) 398.1 507.1

（注）　上記は金融商品取引法の規定に基づき、決算数値をもとに算出したものであります。

なお、当期の市場リスク相当額の月末平均額は12百万円、月末最大額は19百万円、取引先リスク相当額の月末平

均額は82百万円、月末最大額は115百万円であります。
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(2）有価証券の売買等業務

有価証券の売買の状況（証券先物取引等を除く）

最近２事業年度における有価証券の売買の状況（証券先物取引を除く）は、次のとおりであります。

①　株券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第68期

（平成21年４月～平成22年３月）
245,459 594,296 839,755

第69期

（平成22年４月～平成23年３月）
160,652 514,310 674,962

②　債券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第68期

（平成21年４月～平成22年３月）
1,768 24,322 26,090

第69期

（平成22年４月～平成23年３月）
28 14,643 14,671

 

③　受益証券

期別 受託（百万円） 自己（百万円） 合計（百万円）

第68期

（平成21年４月～平成22年３月）
1,398 19,374 20,773

第69期

（平成22年４月～平成23年３月）
1,188 12,384 13,573

④　その他

該当事項はありません。

 

(3）証券先物取引等の状況

最近２事業年度における株式に係る証券先物取引等の状況は、次のとおりであります。

①　株式に係る取引

期別
先物取引 オプション取引

合計
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

受託
（百万円）

自己
（百万円）

第68期

（平成21年４月～平成22年３月）
― 52,817 ― ― 52,817

第69期

（平成22年４月～平成23年３月）
― 52,705 ― ― 52,705

②　債券に係る取引

該当事項はありません。
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(4）有価証券の引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の業務および募集・売出し・特定投資家向け売付け

勧誘等の取扱い業務の状況

最近２事業年度における有価証券の引受、売出し業務および募集、売出しまたは私募の取扱い業務の状況は次の

とおりであります。

①　債券

期別 種類
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱
高
（百万円）

売出しの取
扱高
（百万円）

私募の取扱
高
（百万円）

第68期

（平成21年４月～

平成22年３月）

国債 ― ― 78 ― ―

地方債 ― ― 331 ― ―

外国債券 ― ― ― 200 ―

合計 ― ― 409 200 ―

第69期

（平成22年４月～

平成23年３月）

国債 ― ― 66 ― ―

地方債 ― ― ― ― ―

外国債券 ― ― ― ― ―

合計 ― ― 66 ― ―

②　受益証券

期別 種類
引受高
（百万円）

売出高
（百万円）

募集の取扱
高
（百万円）

売出しの取
扱高
（百万円）

私募の取扱
高
（百万円）

第68期

（平成21年４月～

平成22年３月）

株式投信 ― ― 16,172 ― ―

公社債投信 ― ― 59,359 ― ―

外国投信 ― ― 3,263 ― ―

合計 ― ― 78,796 ― ―

第69期

（平成22年４月～

平成23年３月）

株式投信 ― ― 26,005 ― ―

公社債投信 ― ― 37,915 ― ―

外国投信 ― ― 1,125 ― ―

合計 ― ― 65,046 ― ―
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(5）その他の業務の状況

最近２事業年度における状況は、次のとおりであります。

①　保護預り業務

期別 区分 国内有価証券 外国有価証券

第68期

（平成21年４月～平成22年３月）

株券  (千株) 218,954 2,987

債券  (百万円) 13,567 9,938

受益証券

単位型  (百万円) 114

4,148
追加型

株式 (百万円) 21,962

債券 (百万円) 7,835

第69期

（平成22年４月～平成23年３月）

株券  (千株) 202,539 2,366

債券  (百万円) 10,627 3,693

受益証券

単位型  (百万円) 50

4,138
追加型

株式 (百万円) 36,763

債券 (百万円) 7,862

②　有価証券の貸借およびそれに伴う業務

期別
顧客の委託に基づいて行う融資額とこ
れにより顧客が買付けている株数

顧客の委託に基づいて行う貸株数とこ
れにより顧客が売付けている代金

金額（百万円） 株数（千株） 金額（百万円） 株数（千株）

第68期

（平成22年３月31日現在）

(1,615)

2,645
3,810 98 91

第69期

（平成23年３月31日現在）

(1,859)

3,534
7,466 62 148

（注）　（　）内書は、自己融資額であります。
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③　累積投資業務の状況

期別 種類
前期末預り高
（百万口）

払込金および果
実等により発生
した預り高
（百万口）

解約支払高
（百万口）

当期末預り高
（百万口）

第68期

（平成21年４月～

平成22年３月）

ミリオン 29 1 5 25

MMF 2,185 307 1,115 1,376

公社債投信 569 4 125 446

MRF 11,626 59,047 64,540 6,133

合計 14,410 59,361 65,787 7,982

第69期

（平成22年４月～

平成23年３月）

ミリオン 25 0 － 25

MMF 1,376 513 620 1,269

公社債投信 446 83 130 400

MRF 6,133 38,122 38,035 6,220

合計 7,982 38,719 38,785 7,916

(6）その他の商品の売買の状況

該当事項はありません。

(7）その他

株式の買取、買増、株式配当金の受取りおよび転換請求の取次ぎ等を行っております。

 

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

有価証券報告書

28/87



７【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1)企業統治の概要等

①　企業統治の体制の概要および企業統治の体制を採用する理由

当社は、経営の基本理念に沿った企業活動を行うことで、お客様をはじめとする全てのステークホルダーの満足

度を高めていくことを目指しています。その企業活動を進める過程において、コーポレート・ガバナンスの確立が

重要な課題であると考えております。
　

　
取締役会　：　経営上の意思決定機関として、原則月１回、法令および定款に定められた事項、ならびに重要な業務

に関する事項を討議・決議し業務執行状況を監督いたします。また、取締役会の諮問機関である

各種委員会（コンプライアンス委員会・リスク管理委員会・審査委員会）の協議内容について、

定期的に報告を受けております。

取締役の経営責任を明確にし経営体質の強化を図るため、取締役の任期を１年としております。

取締役会長：　当社を代表し、業務全般を総覧するとともに、取締役会の議長を務めております。

取締役社長：　当社を代表し、当社全般を統括するとともに、株主総会の議長を務めております。

監査役会　：　当社は、監査役会設置会社であります。

取締役会他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧により、取締役会の意思決定の過程、および取

締役の業務の執行状況を監査いたします。

当社では、監査役３名のうち２名は社外監査役であり外部の目で経営の監視や法令遵守体制の監

視を行っております。

経営会議　：　本会議は、企業価値の向上を図るとともに、社内の透明性を確保する目的で平成17年11月に設置し

ました「企業価値検討プロジェクト」の呼称を平成20年４月に変更し、経営に関する事項の議論

の場といたしております。マネジメント本部を事務局として、会長、社長、取締役、執行役員、監査

役等で構成しておりますが、必要に応じて関係事項の各部門長も出席しております。

本会議は、原則として毎月３回開催しており、社内の検討事項について事前に審議を行い、取締役

会への議案の付議または報告を行っております。なお、そのうち１回は、執行役員会とし、代表取

締役が各執行役員による業務執行の状況を確認するとともに、重要な事項の協議と決定を行って

おります。

コンプライアンス委員会：
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本委員会は、法令遵守体制の整備・実行を目的として、平成17年９月に設置し、平成20年８月には

適合性委員会を吸収いたしました。内部管理統括責任者を委員長に、他９名の常任委員と、顧問弁

護士を交えた10～11名で構成しております。本委員会は、原則として毎月１回開催し、その他個別

案件の申請を受けて随時開催することができ、その協議内容については取締役会に報告しており

ます。

リスク管理委員会：

本委員会は、リスク管理体制の整備・実行を目的として、平成20年８月に設置いたしました。マネ

ジメント本部担当役員を委員長に、他12名の常任委員と、議案によっては社外委員として顧問弁

護士を交えた13～14名で構成しております。本委員会は原則として毎月１回開催し、その他個別

案件の申請を受けて随時開催することができ、委員長が必要と認める案件に関しては、審議の結

果を取締役会へ報告しております。

審査委員会：　本委員会は、当社職員の不祥事や各種法令・諸規則に抵触した行為等に対する審査機能を強化す

る目的で、平成16年11月に設置いたしました。内部管理統括責任者を委員長に、他７名の常任委員

と、審議内容により、その業務内容等に詳しい役職員および顧問弁護士等を委員長の承認を得た

うえでオブザーバーとして出席させることができます。

本委員会は審議の結果を取締役会に報告しております。
　

②　内部統制システムの整備状況

・取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は社外役員を選任しており、取締役会では常勤役員のほか社外役員も常に出席し、各々専門的な経験や知

識に基づき経営に関する指導・助言を積極的に行うなど、経営に対する監視機能を果たしております。

取締役会の諮問機関として、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」および「審査委員会」を設

置し、法令遵守体制の状況やリスク管理体制の状況等について組織横断型の牽制機能を生かしながら指導監督を

行っております。

そして、法令遵守体制を実効あらしめるために、取締役は「取締役会規程」に則った行動規範により職務の執

行を行っており、使用人は「倫理綱領」に基づく行動規範を旨とし、「組織規程」、「職務権限規程」および「業

務分掌規程」にしたがい職務の遂行を行っております。

コンプライアンス体制の整備に向けた動きとして、内部監査機能の強化を図るため、社長直轄の内部監査室を

設置し、業務監査を中心とした内部監査を実施する体制を整備しております。

また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制は、代表取締役社長を内部統制整備・運用・評価責任

者とし、内部監査室が整備・運用・評価の事務局となっております。

社内検査については、営業検査室が外部の検査機関と合同で検査業務を行う等、検査業務の最適化を図ってお

ります。

一方、「自主申告制度」ならびに「内部通報制度」等を設置することにより、違反行為に対する適切かつ迅速

な管理体制を構築しております。

また当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」ならびに「反社会的勢力との関係遮断に関する規則」を策定

し、企業および市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対して屈することなく、不当要

求行為に対しては毅然たる態度で対応するとともに、外部専門機関と連携しながら関係遮断に向けた体制を整備

しております。

・取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、「文書管理規程」に基づき、職務執行に係る情報の保存および管理を行い、必要に応じて閲覧可能な状

態を維持しております。

また、情報の管理については、「個人情報の保護に関する規程」、「情報管理規程」および「情報セキュリ

ティーポリシー」を定めて対応しております。
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・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務執行にかかる種々のリスクに関する評価・監視・管理等の重要性を認識し「リスク管理規程」や

カテゴリーごとに定めたリスク条項に基づいた包括的な把握に努め、所定事項を取締役に報告しております。

地震、風水害、テロ等の災害発生時およびその恐れがある場合は、「事業継続計画（BCP）」に基づき災害発生

時等においても事業が継続でき、かつ重要な業務が中断した場合にすみやかに当該業務が再開できるよう、代表

取締役社長を本部長とした「緊急対策本部」を設置し、指揮命令体系の明確化と危機管理の統括にあたります。

また、当社におけるコンピュータシステムが障害、災害等から障害を被り、業務遂行が妨げられる事態、あるい

は事態が予測される場合に備えた対応体制および対応手順を策定した「コンティンジェンシープラン」を整備

し、システム障害、自然災害および社会インフラ障害から被る悪影響、被害等を最小限に抑えるため、暫定対応等

を含む対策を策定し、緊急時には迅速な対応を可能にする体制を構築しております。

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、毎月１回定例の取締役会を開催し、重要事項の決議および各取締役から業務執行状況の報告を行うと

ともに、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。

また、取締役会の諮問機関として、「コンプライアンス委員会」、「リスク管理委員会」および「審査委員会」

の３つの委員会を設け、有効かつ迅速な職務執行体制の確立を図っております。

業務執行に係る重要事項の意思決定を機能的に行うため、代表取締役直轄の「経営会議」を随時開催し、社内

検討課題事項について審議を行っております。なお、そのうち1回は執行役員会とし、代表取締役が各執行役員に

よる業務執行の状況を確認するとともに、重要な事項の協議と決定を行っており、より実効性の高いコーポレー

ト・ガバナンス体制を構築しております。

・当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社および親会社は、財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に関する基本方針」を策定するとともに、

法令等に基づく内部統制の整備、運用および評価する体制を構築し、それぞれの会社において連携担当部署が特

定されており、内部監査室により、必要に応じて監査を実施し、業務の適正を確保する体制を構築しております。

・監査役の職務を補助すべき使用人

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役を補助

すべき使用人を指名することとしております。

なお、監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取

締役の指揮命令を受けることなく、独立性を確保するものとしております。

・監査役への報告体制およびその他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

当社は、経営の全般的な重要事項を協議もしくは決定する機関として、取締役会、経営会議のほか、部店長会議

を随時開催し、監査役はこれら会議に出席して意見を述べる体制を整えております。また、これらの会議の開催を

通じ、業務執行に係る監査役への報告機能を確保しております。

さらに、監査役は、代表取締役等役員および重要な使用人とのヒアリングの機会を設け、意見交換を行っており

ます。また、会計監査人とは定期的に監査報告会を開催し、会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交

換を行う等、緊密な連携を保つことにより監査の実効性を確保しております。
　
③　リスク管理体制の整備の状況

当社は、業務執行に係る種々のリスクに関する評価・監視・管理等の重要性を認識し「リスク管理規程」やカテ

ゴリー毎に定めたリスク条項に基づいた包括的な把握に努め、所定事項を取締役会に報告しております。

市場リスクについては、トレーディング取引においてポジション管理を実施するとともに、トレーディング損益

をリアルタイムでモニタリングする体制を整備しております。また、社内規程によりロスカットルールを定めてお

り、一定限度額を超える損失の発生を防止しております。

信用リスクについては、日々計算を行いモニタリングを行っております。

事務リスクについては、諸規程や業務マニュアルの改善を適時に行っております。

その他の諸問題については、営業部門・管理部門双方が連携をとり、合同会議を適時実施しております。

なお、有事に際しては、代表取締役社長もしくは取締役を本部長とした「緊急対策本部」を設置し、指揮命令体系

の明確化と危機管理の統括に当ることとしております。
　
④　責任限定契約の内容の概要

当社と社外監査役は、会社法427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を

締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1,000千円と法令の定める最低限度額とのいずれか

高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行につい

て善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
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⑤　取締役および監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第１項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第１項の行為に関する取締役

（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に

発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

(2)　内部監査および監査役監査の状況

内部監査については、内部監査機能の強化を図るため、社長直轄の内部監査室（２名）を設置し、業務監査を中心

とした内部監査を実施する体制を整備しております。社内検査については、営業検査室が、外部の機関と合同で検査

業務を行うなど、業務の最適化を図っており、その結果については、取締役および監査役への報告ならびに対応の協

議を実施することとしております。

なお、監査役荻野恒久は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するもの

であります。

監査役監査については、常勤監査役が中心となり取締役会等の重要な会議に出席し、取締役会の職務執行を監視

できる体制となっております。また、会計監査人との間では会計監査の計画についての協議を行ったうえで、監査実

施結果についての報告を受けるほか、適時情報交換を行っております。

　

(3)　現状の社内体制を選択している理由

当社では、経営会議のほか、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会等に関連の役員が出席して議論を行うた

め、常勤役員相互に業務執行事項に関する基礎情報を共有しており、それに伴い取締役会での常勤役員による相互

監視機能が十分に発揮しうる仕組みが定着してきたため、社外取締役を選任しないことといたしました。

また、当社は監査役設置会社であり、監査役３名のうち２名が社外監査役であります。当該社外監査役は財務・会

計・税務・法務等専門的見地から監査機能を高めることができると考えております。いずれも当社および当社取締

役となんら特別な利害関係を有しておらず、独立性が高いものと認識しております。

　

(4)　役員報酬等

①　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）
基本報酬

ストック

オプション
賞与 退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
96,000 96,000 ― ― ― ６

監査役

（社外監査役を除く。）
16,500 16,500 ― ― ― １

社外役員 12,600 12,600 ― ― ― ３

　
②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、平成16年２月27日開催の取締役会において、平成16年３月31日をもって役員退職慰労金制度を廃止い

たしました。

また、取締役の報酬は、平成17年６月25日開催の定時株主総会において、月額20,000千円以内（ただし、使用人

分給与は含まない）と決議いただいた報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職務と責任に応じて取締役会によ

り決定することとしております。

監査役の報酬は、平成18年６月24日開催の定時株主総会において、月額3,000千円以内と決議いただいた報酬限

度額の範囲内で、個々の監査役の職務と責任に応じて監査役の協議により決定することとしております。
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(5)　株式の保有状況

①　純投資目的以外の目的の投資株式の銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

15銘柄 118,628千円
　

②　純投資目的以外の目的の投資株式のうち上場株式で重要なものの保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額お

よび保有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

野村ホールディングス㈱ 60,000 41,340取引関係の開拓・維持

㈱愛知銀行 5,236 39,584取引関係の開拓・維持

㈱名古屋銀行 20,130 7,649取引関係の開拓・維持

中部証券金融㈱ 30,000 5,790取引関係の開拓・維持

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループ
9,170 4,493取引関係の開拓・維持

㈱りそなホールディングス 235 277取引関係の開拓・維持

　

当事業年度

　特定投資株式

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（千円）
保有目的

㈱愛知銀行 5,236 27,122取引関係の開拓・維持

野村ホールディングス㈱ 60,000 26,100取引関係の開拓・維持

中部証券金融㈱ 30,000 5,670取引関係の開拓・維持

㈱名古屋銀行 20,130 5,394取引関係の開拓・維持

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・

グループ
9,170 3,521取引関係の開拓・維持

㈱りそなホールディングス 235 93取引関係の開拓・維持

　
③　保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額なら

びに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益のそれぞれの合計額

該当事項はありません。

　

(6)　会計監査の状況

当社の会計監査は、新日本有限責任監査法人と会社法監査、金融商品取引法監査について監査契約を締結してお

ります。業務を執行した公認会計士等の内容は以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士

岩部　俊夫

小林　幸宏

森重　俊寛

監査業務に係る補助者の構成
公認会計士　４名

その他　　　５名

※継続監査年数は、いずれも７年以下であります。

  　　

(7)　取締役の定数

当社の取締役は、９名以内とする旨を定款に定めております。

　

(8)　取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定め

ております。
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(9)　株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

①　自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によっ

て市場取引等により、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
　
②　剰余金の配当等の決定機関

当社は、機動的な配当政策を図るため、会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めの

ある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって剰余金の配当等を決定できる旨を定款に定めて

おります。

　

(10)　株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第２項に定める株主総会

の決議の要件を、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権

の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めております。
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（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）
監査証明業務に基づく報酬

（千円）
非監査業務に基づく報酬

（千円）

41,400 1,900 36,000 1,800

 

②【その他重要な報酬の内容】

前事業年度

該当事項はありません。

当事業年度

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前事業年度

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項以外の業務である顧客資産の分別管理に対する検証業

務についての対価を支払っております。

当事業年度

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項以外の業務である顧客資産の分別管理に対する検証業

務についての対価を支払っております。

 

④【監査報酬の決定方針】

監査人に対する報酬額の決定に関する方針は定めておりませんが、監査日数、当社の事業規模、証券業という特

性等を勘案した上定めております。
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第５【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下「財

務諸表等規則」という）ならびに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年

内閣府令第52号）および「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（平成22年日本証券業協会自主規制規則）に

準拠して作成しております。

なお、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日

まで）および当事業年度（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査

法人により監査を受けております。

 

３　連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式および作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金およびキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、連結財務諸表は作成しておりません。

　

４　財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、監査法人および各種団体の主催する講習会に参加する等積極的な情報収集活動に努めており

ます。
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１【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金・預金 ※2
 1,690,694

※2
 2,059,568

預託金 689,770 854,007

顧客分別金信託 598,979 763,217

その他の預託金 90,790 90,790

トレーディング商品 13,331 3,486

商品有価証券等 13,331 3,486

約定見返勘定 148,851 121,558

信用取引資産 2,851,103 3,577,201

信用取引貸付金 2,645,203 3,534,848

信用取引借証券担保金 205,899 42,353

短期差入保証金 224,660 220,000

短期貸付金 441 50

前払費用 21,469 25,253

未収入金 15,122 8,834

未収収益 89,969 100,808

貸倒引当金 △3,390 △4,053

流動資産計 5,742,024 6,966,715

固定資産

有形固定資産 ※1
 428,766

※1
 381,144

建物 ※2
 142,135

※2
 123,130

器具備品 89,763 61,147

土地 ※2
 196,866

※2
 196,866

無形固定資産 3,049 1,677

借地権 2,273 956

電話加入権 666 666

ソフトウエア 110 55

投資その他の資産 535,396 465,606

投資有価証券 ※2
 149,861

※2
 118,628

関係会社株式 2,000 2,000

その他の関係会社有価証券 82,416 66,824

出資金 2,020 2,020

従業員に対する長期貸付金 43,171 32,304

長期差入保証金 201,936 194,983

長期前払費用 440 1,018

長期立替金 95,915 92,347

その他 53,100 47,790

貸倒引当金 △95,464 △92,309

固定資産計 967,212 848,428

資産合計 6,709,236 7,815,143
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(単位：千円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

信用取引負債 1,026,367 1,921,874

信用取引借入金 928,009 1,859,673

信用取引貸証券受入金 98,358 62,201

預り金 505,316 664,087

顧客からの預り金 382,606 430,681

その他の預り金 122,709 233,405

受入保証金 166,532 293,336

短期借入金 400,000 400,000

未払金 9,392 47,743

未払費用 96,732 111,682

リース資産減損勘定 171,199 1,735

未払法人税等 17,873 17,971

賞与引当金 46,000 54,000

流動負債計 2,439,415 3,512,431

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 ※6
 1,000,000

※6
 150,000

繰延税金負債 7,654 438

退職給付引当金 178,202 201,782

資産除去債務 － 5,475

長期リース資産減損勘定 38,106 992

その他 1,100 1,000

固定負債計 1,225,062 359,689

特別法上の準備金

金融商品取引責任準備金 ※7
 24,943

※7
 20,676

特別法上の準備金計 24,943 20,676

負債合計 3,689,421 3,892,796

純資産の部

株主資本

資本金 3,251,856 3,676,856

資本剰余金

資本準備金 1,204,043 1,629,043

資本剰余金合計 1,204,043 1,629,043

利益剰余金

利益準備金 503,860 503,860

その他利益剰余金

別途積立金 247,607 247,607

繰越利益剰余金 △2,195,346 △2,119,285

利益剰余金合計 △1,443,878 △1,367,818

自己株式 △3,427 △3,486

株主資本合計 3,008,593 3,934,594

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,221 △12,247

評価・換算差額等合計 11,221 △12,247

純資産合計 3,019,815 3,922,347

負債・純資産合計 6,709,236 7,815,143
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業収益

受入手数料 1,774,861 2,004,608

委託手数料 1,204,981 1,243,379

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等
の取扱手数料

451,603 585,265

その他の受入手数料 118,276 175,962

トレーディング損益 ※2
 625,371

※2
 396,625

金融収益 ※1
 120,807

※1
 98,187

営業収益計 2,521,040 2,499,421

金融費用 ※9
 46,352

※9
 25,798

純営業収益 2,474,688 2,473,622

販売費・一般管理費 2,659,545 2,330,440

取引関係費 ※3
 405,592

※3
 252,959

人件費 ※4
 1,257,249

※4
 1,233,174

不動産関係費 ※5
 299,018

※5
 198,378

事務費 ※6
 581,276

※6
 525,509

減価償却費 43,774 52,575

租税公課 ※7
 27,706

※7
 28,891

その他 ※8
 44,927

※8
 38,951

営業利益又は営業損失（△） △184,856 143,181

営業外収益

受取配当金 13,261 4,244

その他 2,878 3,198

営業外収益計 16,139 7,442

営業外費用

社債利息 35,000 30,555

投資事業組合運用損 14,207 15,592

貸倒引当金繰入額 5,393 －

委託手数料返戻金 4,142 －

その他 1,529 9,052

営業外費用計 60,273 55,200

経常利益又は経常損失（△） △228,990 95,423

特別利益

受取和解金 4,883 ※12
 21,000

ゴルフ会員権売却益 47 4,333

金融商品取引責任準備金戻入 35,208 4,266

貸倒引当金戻入額 － 1,992

投資有価証券売却益 435,544 －

事業分離における移転利益 ※13
 45,000 －

賞与引当金戻入額 ※14
 21,763 －

特別利益計 542,447 31,592
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

特別損失

退職給付制度改定損 － ※15
 19,274

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,992

減損損失 ※11
 11,833 7,578

投資有価証券評価損 5,032 109

事業分離関連費用 ※16
 73,156 －

和解金 ※17
 40,857 －

本社移転費用 ※18
 33,721 －

店舗統廃合費用 ※19
 15,003 －

ゴルフ会員権評価損 2,000 －

固定資産除却損 ※10
 1,814 －

ゴルフ会員権売却損 238 －

関係会社株式評価損 39 －

特別損失計 183,697 40,955

税引前当期純利益 129,759 86,060

法人税、住民税及び事業税 7,630 9,561

法人税等調整額 － 438

法人税等合計 7,630 9,999

当期純利益 122,128 76,060
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③【株主資本等変動計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 3,251,856 3,251,856

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 425,000

当期変動額合計 － 425,000

当期末残高 3,251,856 3,676,856

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 1,204,043 1,204,043

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 425,000

当期変動額合計 － 425,000

当期末残高 1,204,043 1,629,043

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 503,860 503,860

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 503,860 503,860

その他利益剰余金

役員退職慰労積立金

前期末残高 162,174 －

当期変動額

役員退職慰労積立金の取崩 △162,174 －

当期変動額合計 △162,174 －

当期末残高 － －

別途積立金

前期末残高 247,607 247,607

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 247,607 247,607

繰越利益剰余金

前期末残高 △2,479,648 △2,195,346

当期変動額

役員退職慰労積立金の取崩 162,174 －

当期純利益 122,128 76,060

当期変動額合計 284,302 76,060

当期末残高 △2,195,346 △2,119,285

利益剰余金合計

前期末残高 △1,566,007 △1,443,878

当期変動額

当期純利益 122,128 76,060

当期変動額合計 122,128 76,060

当期末残高 △1,443,878 △1,367,818
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

自己株式

前期末残高 △3,418 △3,427

当期変動額

自己株式の取得 △8 △59

当期変動額合計 △8 △59

当期末残高 △3,427 △3,486

株主資本合計

前期末残高 2,886,473 3,008,593

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 850,000

当期純利益 122,128 76,060

自己株式の取得 △8 △59

当期変動額合計 122,120 926,001

当期末残高 3,008,593 3,934,594

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △5,237 11,221

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

16,459 △23,469

当期変動額合計 16,459 △23,469

当期末残高 11,221 △12,247

評価・換算差額等合計

前期末残高 △5,237 11,221

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

16,459 △23,469

当期変動額合計 16,459 △23,469

当期末残高 11,221 △12,247

純資産合計

前期末残高 2,881,236 3,019,815

当期変動額

新株の発行（新株予約権の行使） － 850,000

当期純利益 122,128 76,060

自己株式の取得 △8 △59

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16,459 △23,469

当期変動額合計 138,579 902,531

当期末残高 3,019,815 3,922,347
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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 129,759 86,060

減価償却費 43,774 52,575

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 13,992

減損損失 11,833 7,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,660 △2,492

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） △35,208 △4,266

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,155 23,580

受取利息及び受取配当金 △16,429 △5,310

支払利息 39,506 34,608

事業分離における移転利益 △45,000 －

事業分離関連費用 73,156 －

受取和解金 △4,883 △21,000

和解金 40,857 －

賞与引当金戻入額 △21,763 －

投資有価証券売却損益（△は益） △435,544 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,032 109

固定資産除却損 1,814 －

ゴルフ会員権売却損益（△は益） 190 △4,333

ゴルフ会員権評価損 2,000 －

関係会社株式評価損 39 －

投資事業組合運用損益（△は益） 14,207 15,592

本社移転費用 33,721 －

店舗統廃合費用 15,003 －

貸付金の増減額（△は増加） 2,208 391

預託金の増減額（△は増加） 508,539 △164,237

立替金の増減額（△は増加） 6,486 3,567

短期差入保証金の増減額（△は増加） △4,660 4,660

預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） △561,949 285,574

トレーディング商品の増減額 1,567 9,845

約定見返勘定の増減額（△は増加） △147,791 27,293

信用取引資産及び信用取引負債の増減額 △2,140,257 169,408

その他の資産の増減額（△は増加） 190,053 12,177

その他の負債の増減額（△は減少） △220,701 3,229

小計 △2,558,251 548,606

利息及び配当金の受取額 16,429 5,310

利息の支払額 △39,790 △39,023

リース解約等に伴う支払額 △15,003 △148,466

和解金の受取額 1,453 1,210

和解金の支払額 △42,300 －

事業分離関連費用の支払額 △73,136 －

本社移転費用の支払額 △33,538 －

法人税等の支払額 △7,441 △7,627

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,751,580 360,009
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(単位：千円)

前事業年度
(自　平成21年４月１日
　至　平成22年３月31日)

当事業年度
(自　平成22年４月１日
　至　平成23年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

事業分離による収入 536,856 －

関係会社株式の取得による支出 △2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △100,743 △7,264

無形固定資産の取得による支出 △165 －

投資有価証券の売却による収入 523,322 －

従業員に対する長期貸付けによる支出 △3,940 △2,870

従業員に対する長期貸付金の回収による収入 20,451 13,737

ゴルフ会員権の償還による収入 945 －

ゴルフ会員権の売却による収入 1,850 4,333

差入保証金の差入による支出 △32,067 △522

差入保証金の回収による収入 44,079 1,485

投資活動によるキャッシュ・フロー 988,588 8,899

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 －

自己株式の取得による支出 △8 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー 199,991 △59

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,562,999 368,873

現金及び現金同等物の期首残高 3,253,694 1,690,694

現金及び現金同等物の期末残高 ※1
 1,690,694

※1
 2,059,568
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【重要な会計方針】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

トレーディング商品に属する有価証券およびデリバ

ティブ取引等については、時価法を採用し、売却原価は移

動平均法により算定しております。

１　トレーディング商品に属する有価証券等の評価基準お

よび評価方法

同左

２　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法

（1）関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

２　トレーディング商品に属さない有価証券等の評価基準

および評価方法

（1）関連会社株式

同左

（2）その他の関係会社有価証券

当社の関係会社に該当する投資事業組合等への出資

（金融商品取引法第２条第２項により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規定される決算

報告日に応じて入手可能な直近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

（2）その他の関係会社有価証券

同左

（3）その他有価証券

①　時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価をもって貸借対

照表価額とし、取得原価ないし償却原価との評価差

額を全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移

動平均法によっております。

（3）その他有価証券

①　時価のあるもの

同左

②　時価のないもの

移動平均法による原価法ないし償却原価法によっ

ております。

②　時価のないもの

同左

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した

建物（附属設備を除く）については、定額法）を採用

しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物　　　３年～50年

器具備品　３年～20年

３　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

同左

(少額減価償却資産）

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、

３年間で均等償却する方法を採用しております。

(少額減価償却資産）

同左

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアの耐用年数について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

同左

(3）リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。

(3）リース資産

同左
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収不能見込み額を計上しており

ます。

４　引当金および準備金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給

見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産に基づき、当事業年

度末において発生していると認められる額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務および年金資産に基づき、当事業年

度末において発生していると認められる額を計上して

おります。

（追加情報）

当社は平成23年５月１日に適格退職年金制度を廃止

し、確定拠出年金制度および確定拠出型の特定退職金

共済制度へ移行いたしました。この確定拠出年金制度

への移行については、「退職給付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成

14年１月31日）および「退職給付制度間の移行等の会

計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２

号　平成19年２月７日）を適用しております。なお、当

該移行に伴う退職給付制度の終了損益として「退職給

付制度改定損」19,274千円を特別損失に計上しており

ます。

(4）金融商品取引責任準備金

証券事故による損失に備えるため、金融商品取引法第

46条の５に従い、金融商品取引業等に関する内閣府令第

175条に定めるところにより算出した額を計上しており

ます。

(4）金融商品取引責任準備金

同左

５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を充たしている為替予約については、

振当処理を採用しております。

５　ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

為替予約

（ヘッジ対象）

外貨建金銭債権債務等

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

同左

（ヘッジ対象）

同左

(3）ヘッジ方針

外貨建取引の為替相場の変動リスクを回避する目的で

為替予約取引を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

為替予約の締結時に外貨建による同一金額で同一期日

の為替予約を外貨建金銭債権債務等にそれぞれ振当てて

いるため、その後の為替相場の変動による相関関係は完

全に確保されているため決算日における有効性の評価を

省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

６　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資としております。

６　キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

税抜き方式によっており、控除対象外の消費税等につ

いては、販売費・一般管理費に計上しております。

７　その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

同左
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【会計処理方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
　　至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
　　至　平成23年３月31日）

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）および「資産　

　除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ1,753千

円、税引前当期純利益は15,746千円減少しております。

 　

【表示方法の変更】

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（キャッシュ・フロー計算書）　

営業活動によるキャッシュ・フローの「投資事業組合運

用損益」は、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記

しております。

なお、前事業年度の「投資事業組合運用損益」は、3,304

千円であります。

──────
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※１　有形固定資産より控除した減価償却累計額

建物 500,222千円

器具備品 184,609

計 684,831

建物 517,994千円

器具備品 207,599

計 725,594

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

定期預金 200,000千円

投資有価証券 34,096

建物 67,635

土地 183,402

計 485,133

通知預金 200,000千円

投資有価証券 28,065

建物 60,666

土地 183,402

計 472,134

（注）　上記のほかに、信用取引借入金の担保として保管

有価証券1,681,292千円、為替予約取引の担保と

して定期預金30,000千円、リース債務の担保と

して投資有価証券79,592千円を差し入れており

ます。

（注）　上記のほかに、信用取引借入金の担保として保管

有価証券1,247,605千円、為替予約取引の担保と

して定期預金30,000千円を差し入れておりま

す。

担保資産の対象となる債務 担保資産の対象となる債務

短期借入金 310,000千円 短期借入金 310,000千円

３　差し入れた有価証券の時価額 ３　差し入れた有価証券の時価額

信用取引貸証券 111,266千円

信用取引借入金の本担保証券 917,888

計 1,029,155

信用取引貸証券 61,435千円

信用取引借入金の本担保証券 1,890,952

計 1,952,388

４　担保として差し入れを受けた有価証券および借り入

れた有価証券の時価額

４　担保として差し入れを受けた有価証券および借り入

れた有価証券の時価額

信用取引貸付金の本担保証券 2,638,256千円

信用取引借証券 205,850

受入保証金代用有価証券 3,530,033

計 6,374,140

信用取引貸付金の本担保証券 3,199,779千円

信用取引借証券 41,857

受入保証金代用有価証券 3,156,430

計 6,398,067

――――――― ５　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融

機関１社と当座貸越契約を締結しております。本契約

に基づく当事業年度末の借入実行残高は次のとおりで

あります。

 当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 －

差引額 500,000

※６　転換社債型新株予約権付社債1,000,000千円は「金融

商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令

第52号）第176条に定める劣後特約付社債であります。

※６　転換社債型新株予約権付社債150,000千円は「金融商

品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第

52号）第176条に定める劣後特約付社債であります。

※７　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

※７　特別法上の準備金の計上を規定した法令の条項は次

のとおりであります。

金融商品取引責任準備金　金融商品取引法第46条の５ 金融商品取引責任準備金　金融商品取引法第46条の５
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※１　金融収益の内訳 ※１　金融収益の内訳

信用取引収益 107,854千円

受取配当金  79

受取債券利子  6

受取利息     2,366

その他    10,500

計 120,807

信用取引収益 72,250千円

受取配当金  2,740

受取債券利子  131

受取利息     420

その他    22,644

計 98,187

※２　トレーディング損益の内訳 ※２　トレーディング損益の内訳

株券等  131,545千円

債券等 493,826

計 625,371

株券等  173,700千円

債券等 222,925

計 396,625

※３　取引関係費の内訳 ※３　取引関係費の内訳

支払手数料    58,061千円

取引所・協会費  57,650

通信・運送費   247,190

旅費・交通費    13,546

広告宣伝費    14,917

交際費    14,226

計 405,592

支払手数料    41,908千円

取引所・協会費  52,070

通信・運送費   130,828

旅費・交通費    7,312

広告宣伝費    10,563

交際費    10,275

計 252,959

※４　人件費の内訳 ※４　人件費の内訳

役員報酬   83,081千円

従業員給与 867,590

歩合外務員給与    22,898

その他の報酬・給与 107,144

福利厚生費 117,320

賞与引当金繰入 46,000

退職給付費用 13,215

計 1,257,249

役員報酬   125,100千円

従業員給与 820,858

その他の報酬・給与 73,812

福利厚生費 123,146

賞与引当金繰入 54,000

退職給付費用 36,255

計 1,233,174

※５　不動産関係費の内訳 ※５　不動産関係費の内訳

不動産費   146,695千円

器具・備品費   152,322

計 299,018

不動産費   127,654千円

器具・備品費   70,724

計 198,378

※６　事務費の内訳 ※６　事務費の内訳

事務委託費   503,733千円

事務用品費  77,542

計 581,276

事務委託費   468,273千円

事務用品費  57,236

計 525,509

※７　租税公課の内訳 ※７　租税公課の内訳

事業税    12,892千円

印紙税     517

その他    14,296

計 27,706

事業税    14,972千円

印紙税     188

その他    13,731

計 28,891
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

※８　その他の内訳 ※８　その他の内訳

図書費     2,292千円

光熱・給水費    19,803

自動車燃料費     4,902

その他    17,928

計 44,927

図書費     1,091千円

光熱・給水費    16,490

自動車燃料費     5,547

その他    15,822

計 38,951

※９　金融費用の内訳 ※９　金融費用の内訳

信用取引費用    41,641千円

支払利息    4,506

その他      204

計 46,352

信用取引費用    21,512千円

支払利息    4,052

その他      232

計 25,798

※10　固定資産除却損の内容 ―――――――

建物附属設備 0千円

器具備品     1,814

計 1,814

※11　減損損失

　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。

場所 用途 種類 金額（千円）

通信取引セン

ター（名古屋

市中区）

処分予定資産 器具備品 355

旧本社

（名古屋市中

区）

処分予定資産 器具備品 9,344

旧東京支店他

（東京都中央

区他）

処分予定資産
器具備品

その他 

2,133

0

合計    11,833

（資産のグルーピングの方法）

リテール営業部門である営業店単位、インターネッ

ト取引部門である通信取引センター、トレーディング

業務を主体としたディーリング部門および池下分室や

従業員用社宅等からなる共用資産にグルーピングして

おります。

また、上記グルーピングのほか、資産の処分や事業の

縮小に関する意思決定を行った旧本社や旧東京支店等

については、独立したキャッシュ・フローを生み出す

最小単位として取扱っております。

（減損損失の認識に至った経緯）

資産の処分や事業の縮小に関する意思決定を行った

ことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失11,833千円として特別損失に計上い

たしました。

（回収可能価額の算定方法等）

当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測定

しており、売却が困難なことから零円としております。

―――――――
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── ※12　受取和解金

受取和解金21,000千円は、取引一任勘定取引訴訟の

和解に伴い計上したものであります。

※13　事業分離における移転利益

事業分離における移転利益45,000千円は、当社通信

取引事業のオリックス証券への事業譲渡に伴い計上し

たものであります。

──────

※14　賞与引当金戻入額

賞与引当金戻入額21,763千円は、前事業年度末引当

額の一部を支払わなかったため計上したものでありま

す。　

──────

────── ※15　退職給付制度改定損

　退職給付制度改定損19,274千円は、適格退職年金制度

を廃止し、確定拠出年金制度および確定拠出型の特定

退職金共済制度へ移行したことに伴い、退職給付制度

の終了損益として計上したものであります。

※16　事業分離関連費用

　事業分離関連費用73,156千円は、当社通信取引事業の

分割に伴い計上したものであります。

──────

※17　和解金

　和解金40,857千円は、顧客との係争に関する和解に伴

い計上したものであります。

──────

※18　本社移転費用

本社移転費用33,721千円は、本社の移転に伴い計上

したものであります。  

──────

※19　店舗統廃合費用

店舗統廃合費用15,003千円は、ディーリング室のフ

ロア縮小と東京事務所退去に伴い計上したものであり

ます。

──────
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式数

（千株）

当事業年度減少株式数

（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式 20,013 － － 20,013

合計 20,013 － － 20,013

自己株式     

普通株式（注） 10 0 － 10

合計 10 0 － 10

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高

（千円）前事業年度末
当事業年度

増加

当事業年度

減少
当事業年度末

提出会社

第１回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権

普通株式 10,000,000 － － 10,000,000－

第２回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権

普通株式 10,416,666 － － 10,416,666－

合計 － 20,416,666 － － 20,416,666－

　

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式数

（千株）

当事業年度減少株式数

（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式 (注）１ 20,013 17,416 － 37,429

合計 20,013 17,416 － 37,429

自己株式     

普通株式（注）２ 10 0 － 11

合計 10 0 － 11

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加17,416千株は転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の権利行使

による新株の発行による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度

末残高

（千円）前事業年度末
当事業年度

増加

当事業年度

減少
当事業年度末

提出会社

第１回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権（注）

普通株式 10,000,000 － 7,000,0003,000,000 －

第２回転換社債型

新株予約権付社債

にかかる新株予約

権（注）

普通株式 10,416,666 － 10,416,666 － －

合計 － 20,416,666 － 17,416,6663,000,000 －

（注）　第１回および第２回転換社債型新株予約権付社債にかかる新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の権利行

使によるものであります。

　

３．配当に関する事項

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度

（自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日）

当事業年度

（自　平成22年４月１日

至　平成23年３月31日）

※１　現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

載されている科目の金額との関係

※１　現金および現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

載されている科目の金額との関係

「現金・預金」勘定 1,690,694千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金および現金同等物 1,690,694

「現金・預金」勘定 2,059,568千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
－

現金および現金同等物 2,059,568

２　当事業年度に事業の譲渡により減少した資産および

負債の主な内訳は次のとおりであります。

―――――――

流動資産 8,044,398千円

資産合計 8,044,398

流動負債 6,890,106

負債合計 6,890,106

　

――――――― ３　重要な非資金取引の内容

　 新株予約権の行使

新株予約権の行使による

資本金増加額
425,000千円

新株予約権の行使による

資本準備金増加額
425,000

新株予約権の行使による

新株予約権付社債減少額
850,000
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

主のものは、通信取引事業におけるサーバおよびソフト

ウエアであります。

②リース資産の減価償却の方法

「重要な会計方針　３ 固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。

なお、リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額および期末残高相当額

　
器具備品

（千円）

ソフトウェア

（千円）

合計

（千円）

取得価額相

当額
105,898688,294794,192

減価償却累

計額相当額
55,160387,834442,994

減損損失累

計額相当額
50,737300,459351,197

期末残高相

当額
－ － －

（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

該当事項はありません。

 

②リース資産の減価償却の方法

「重要な会計方針　３ 固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。

なお、リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の

所有権移転外ファイナンス・リース取引は次のとおりであ

ります。

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額および期末残高相当額

注記対象となるリース契約が、解約またはリース期間

の満了となったため、該当事項はありません。

２　未経過リース料期末残高相当額等 ２　未経過リース料期末残高相当額等

１年内 166,011千円

１年超 35,378

合計

リース資産減損勘定の残高

201,390

201,390

　

※上記リース資産減損勘定の残高のほかに、重要性

が乏しいため開示を省略した取引にかかる減損勘定

の残高7,915千円を計上しております。

注記対象となるリース契約が、解約またはリース期間

の満了となったため、該当事項はありません。

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額および減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却

費相当額、支払利息相当額および減損損失

支払リース料 170,476千円

リース資産減損勘定の取崩額 170,746

減価償却費相当額 －

支払利息相当額 －

減損損失 －

　

※上記リース資産減損勘定の取崩額のほかに、重要

性が乏しいため開示を省略した取引にかかる取崩額

は32,042千円であります。

支払リース料 201,323千円

リース資産減損勘定の取崩額 201,323

減価償却費相当額 －

支払利息相当額 －

減損損失 －

　

※上記リース資産減損勘定の取崩額のほかに、重要

性が乏しいため開示を省略した取引にかかる取崩額

は5,254千円であります。
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前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

同左

５　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法

によっております。

５　利息相当額の算定方法

同左
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（金融商品関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

　

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、個人向けの対面営業による有価証券の売買等の委託の媒介、募集・売出しの取扱いおよび株券トレー

ディング等の有価証券の売買等、金融商品取引業を中核とする投資金融サービス業を主な事業の内容としておりま

す。

これらの事業のうち、有価証券の売買等の委託の媒介、募集・売出しの取扱いに係る預り金については、法令等に

基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しております。また、有価証券の売買等の委託の媒介の一環として株

式の信用取引を取り扱っており、信用取引貸付金は、自己資金のほか、株式相場の急激な変動等にも対処できるよ

う、証券金融会社からの借入れや銀行等他の金融機関からの短期借入れも併用しております。トレーディングにつ

いては、主に自己資金で行っております。

また、事業を行うために最低限必要な関連団体等への出資、事業会社や証券会社との株式の持ち合い、投資事業組

合への出資等を自己資金により行っております。

上記のほか、自己資本規制比率の維持や設備投資を目的として、劣後特約付の転換社債型新株予約権付社債を発

行しております。

デリバティブ取引については、トレーディング業務の一環として、株価指数取引を行っているほか、顧客の外国証

券売買の媒介により生じる外貨建資金決済のため、為替予約取引を行っております。

　

（２）金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

当社の保有する金融資産のうち、信用取引貸付金が一番大きなウェイトを占めております。信用取引貸付金は、現

金あるいは有価証券を担保として徴求しており、原則として、それにより担保されますが、その後の株式相場の急激

な変動の場合には、担保不足も発生するため、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており

ます。

預金および預託金は、預け先に対する信用リスクに晒されております。

また、トレーディング商品および投資有価証券は、株式や債券のほか、投資事業組合への出資持分であり、それぞ

れ売買目的、事業推進目的および純投資目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスクや市場価格の変動

リスク等の市場リスクに晒されております。

短期借入金、信用取引借入金、転換社債型新株予約権付社債は、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなる

場合など、支払い期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。

　

（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

信用取引に係る信用リスク管理については、社内の諸規程に基づき、日々個々の顧客の担保管理を行っておりま

す。なお、当社の信用取引残高の上限額については、半期毎に取締役会で決定しております。

トレーディング商品に係る信用リスク管理については、同一銘柄にポジションが集中しないよう、リスク管理担

当部署において常時モニタリングを行っているほか、取引所より注意喚起されている銘柄は取り扱わないなどに

より管理しております。

投資有価証券に係る信用リスク管理については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続

的に見直しております。

預金、顧客分別金信託に係る信用リスク管理については、国内の信用力の高い金融機関を中心に預け入れること

を基本的な方針としております。

②市場リスクの管理

トレーディング商品に係る市場リスク管理については、取締役会において運用の基本方針を定め、当社の財務状

況および市場環境などの変化に応じて適宜これを見直しております。その運用方針に沿った社内規程に基づき、商

品毎にポジション枠を設けたうえで、損失限度額をロスカットルールにより定めております。リスク管理担当部署

においては、このポジション、損益両面から市場リスクに対する日常的なモニタリングを行い、日々経営陣等に報

告しております。

③流動性リスクの管理

財務部にて、資金管理表を作成し、日々経営陣に報告を行っております。また、必要に応じて金融機関から流動的

な資金が調達できる体制を構築しております。
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（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算出された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当

該価額が異なることもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契

約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

　

２．金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照くださ

い。）。

　
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1）現金・預金 1,690,694 1,690,694 ―

（2）預託金 689,770 689,770 ―

（3）約定見返勘定 148,851 148,851 ―

（4）信用取引資産 2,851,103 2,851,103 ―

①信用取引貸付金 2,645,203 2,645,203 ―

②信用取引借証券担保金 205,899 205,899 ―

（5）商品有価証券等および

投資有価証券
112,466 112,466 ―

①売買目的有価証券 13,331 13,331 ―

②その他有価証券 99,134 99,134 ―

資産計 5,492,886 5,492,886 ―

（1）信用取引負債 1,026,367 1,026,367 ―

①信用取引借入金 928,009 928,009 ―

②信用取引貸証券受入金 98,358 98,358 ―

（2）預り金 505,316 505,316 ―

（3）短期借入金 400,000 400,000 ―

（4）転換社債型新株予約権付社債 1,000,000 1,118,832 118,832

負債計 2,931,684 3,050,517 118,832

デリバティブ取引（※１、２）

ヘッジ会計が適用されているもの
(1,723) (1,723) ―

デリバティブ取引計 (1,723) (1,723) ―

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目には、（　）で示しております。

（※２）デリバティブ取引は、為替予約等の振当処理によるもので、ヘッジ対象とされている約定見返勘定

（外貨建金銭債権債務等）と一体として処理されているため、その時価は約定見返勘定に含めて記載

しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）預託金

時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）約定見返勘定

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）信用取引資産

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（5）商品有価証券等および投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引先金融機関等か

ら提示された価格等に基づき算定しております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注

記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

　

負債

（1）信用取引負債

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）預り金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）転換社債型新株予約権付社債

新株予約権部分と社債部分に区分し、前者は株式オプション価格算定モデルを使用し、後者は元利金の合計

額を当該社債の残存期間および自社の信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しており

ます。

 

デリバティブ取引

注記事項（デリバティブ取引関係）をご参照下さい。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
貸借対照表計上額

（千円）

①非上場株式（※１） 50,726

②関連会社株式（※１） 2,000

③投資事業組合出資持分（※２） 82,416

合計 135,143

（※１）非上場株式および関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）投資事業組合出資持分については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と

認められるもので構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

現金・預金 1,666,878 ― ― ―

預託金 689,770 ― ― ―

信用取引貸付金 2,645,203 ― ― ―

信用取引借証券担保金 205,899 ― ― ―

合計 5,207,752 ― ― ―

　

（注４）社債およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　
１年以内

（千円）

１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超

（千円）

短期借入金 400,000 ― ― ― ―

信用取引借入金 928,009 ― ― ― ―

転換社債型新株予約権

付社債
― ― ― 1,000,000 ―

合計 1,328,009 ― ― 1,000,000 ―

　

（追加情報）

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　平成20年３月10日）および「金融商品の

時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　平成20年３月10日）を適用しております。

　

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

有価証券報告書

61/87



当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）
　

１．金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針

当社は、個人向けの対面営業による有価証券の売買等の委託の媒介、募集・売出しの取扱いおよび株券トレー

ディング等の有価証券の売買等、金融商品取引業を中核とする投資金融サービス業を主な事業の内容としておりま

す。

これらの事業のうち、有価証券の売買等の委託の媒介、募集・売出しの取扱いに係る預り金については、法令等に

基づき顧客分別金信託として信託銀行に預託しております。また、有価証券の売買等の委託の媒介の一環として株

式の信用取引を取り扱っており、信用取引貸付金は、自己資金のほか、株式相場の急激な変動等にも対処できるよ

う、証券金融会社からの借入れや銀行等他の金融機関からの短期借入れも併用しております。トレーディングにつ

いては、主に自己資金で行っております。

また、事業を行うために最低限必要な関連団体等への出資、事業会社や証券会社との株式の持ち合い、投資事業組

合への出資等を自己資金により行っております。

デリバティブ取引については、トレーディング業務の一環として、株価指数取引を行っているほか、顧客の外国証

券売買の媒介により生じる外貨建資金決済のため、為替予約取引を行っております。
　

（２）金融商品の内容および当該金融商品に係るリスク

当社の保有する金融資産のうち、信用取引貸付金が一番大きなウェイトを占めております。信用取引貸付金は、現

金あるいは有価証券を担保として徴求しており、原則として、それにより担保されますが、その後の株式相場の急激

な変動の場合には、担保不足も発生するため、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており

ます。

預金および預託金は、預け先に対する信用リスクに晒されております。

また、トレーディング商品および投資有価証券等は、株式や債券のほか、投資事業組合への出資持分であり、それ

ぞれ売買目的、事業推進目的および純投資目的で保有しております。これらは、発行体の信用リスクや市場価格の変

動リスク等の市場リスクに晒されております。

短期借入金、信用取引借入金は、一定の環境の下で当社が市場を利用できなくなる場合など、支払い期日にその支

払いを実行できなくなる流動性リスクに晒されております。
　
（３）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

信用取引に係る信用リスク管理については、社内の諸規程に基づき、日々個々の顧客の担保管理を行っておりま

す。なお、当社の信用取引残高の上限額については、半期ごとに取締役会で決定しております。

トレーディング商品に係る信用リスク管理については、同一銘柄にポジションが集中しないよう、リスク管理担

当部署において常時モニタリングを行っているほか、取引所より注意喚起されている銘柄は取り扱わないなどに

より管理しております。

投資有価証券に係る信用リスク管理については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続

的に見直しております。

預金、顧客分別金信託に係る信用リスク管理については、国内の信用力の高い金融機関を中心に預け入れること

を基本的な方針としております。

②市場リスクの管理

１）トレーディング商品に係る市場リスク管理については、取締役会において運用の基本方針を定め、当社の財

務状況および市場環境などの変化に応じて適宜これを見直しております。その運用方針に沿った社内規程に基

づき、商品ごとにポジション枠を設けたうえで、損失限度額をロスカットルールにより定めております。リスク

管理担当部署においては、このポジション、損益両面から市場リスクに対する日常的なモニタリングを行い、

日々経営陣等に報告しております。

２）市場リスクに係る定量的情報

（ア）トレーディング商品

トレーディング商品については、原則としてポジションを翌日に持ち越さないよう運用を行っていること

から、一定期間の保有を前提としたバリュー・アット・リスク等に基づく定量的分析を利用したリスク管理

を行っておりません。また、リスク変数の変動を合理的な範囲で想定した場合の開示情報については、貸借対

照表日現在の残高の重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

（イ）トレーディング商品以外の金融商品

当社において、主要なリスク変数である市場価格の変動リスクの影響を受ける主たる金融商品は投資有価

証券であります。これらについては、継続保有を前提としていることから、定量的分析を利用したリスク管理

を行っておりません。なお、平成23年３月31日現在保有している銘柄の過去１年間のヒストリカル・ボラ

ティリティに基づき算定した事業年度末後１年間の時価は18,266千円増加または減少するものと考えられ

ます。
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市場価格の変動リスク以外の市場リスクの影響を受けるその他の金融商品については、各リスク変数の変

動に対する感応度の重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

③流動性リスクの管理

財務部にて、資金管理表を作成し、日々経営陣に報告を行っております。また、必要に応じて金融機関から流動

的な資金が調達できる体制を構築しております。
　

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算出された価額が含まれ

ております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当

該価額が異なることもあります。
　
２．金融商品の時価等に関する事項

平成23年３月31日における貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注２）を参照くだ

さい。）。

　
貸借対照表計上額

（千円）

時価

（千円）

差額

（千円）

（1）現金・預金 2,059,568 2,059,568 ―

（2）預託金 854,007 854,007 ―

（3）約定見返勘定 121,558 121,558 ―

（4）信用取引資産 3,577,201 3,577,201 ―

①信用取引貸付金 3,534,848 3,534,848 ―

②信用取引借証券担保金 42,353 42,353 ―

（5）商品有価証券等および

投資有価証券
71,388 71,388 ―

①売買目的有価証券 3,486 3,486 ―

②その他有価証券 67,901 67,901 ―

資産計 6,683,723 6,683,723 ―

（1）信用取引負債 1,921,874 1,921,874 ―

①信用取引借入金 1,859,673 1,859,673 ―

②信用取引貸証券受入金 62,201 62,201 ―

（2）預り金 664,087 664,087 ―

（3）短期借入金 400,000 400,000 ―

負債計 2,985,961 2,985,961 ―

デリバティブ取引（※１、２）

ヘッジ会計が適用されているもの
(487) (487) ―

デリバティブ取引計 (487) (487) ―

（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる

項目には、（　）で示しております。

（※２）デリバティブ取引は、為替予約等の振当処理によるもので、ヘッジ対象とされている約定見返勘定

（外貨建金銭債権債務等）と一体として処理されているため、その時価は約定見返勘定に含めて記載

しております。
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（注１）金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

資産

（1）現金・預金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）預託金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）約定見返勘定

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（4）信用取引資産

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（5）商品有価証券等および投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引先金融機関等か

ら提示された価格等に基づき算定しております。

　

負債

（1）信用取引負債

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（2）預り金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（3）短期借入金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

　

デリバティブ取引

注記事項（デリバティブ取引関係）をご参照下さい。

　

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分
貸借対照表計上額

（千円）

①非上場株式（※１） 50,726

②関連会社株式（※１） 2,000

③投資事業組合出資持分（※２） 66,824

合計 119,550

（※１）非上場株式および関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、時価開示の対象とはしておりません。

（※２）投資事業組合出資持分については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と

認められるもので構成されていることから、時価開示の対象とはしておりません。
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（注３）金銭債権および満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

　
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

預金 2,044,521 ― ― ―

預託金 854,007 ― ― ―

信用取引貸付金 3,534,848 ― ― ―

信用取引借証券担保金 42,353 ― ― ―

合計 6,490,777 ― ― ―

　

（注４）社債およびその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

　
１年以内

（千円）

１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超

（千円）

短期借入金 400,000 ― ― ― ―

信用取引借入金 1,859,673 ― ― ― ―

合計 2,259,673 ― ― ― ―
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（有価証券関係）

前事業年度（平成22年３月31日）

１．商品有価証券等(売買目的有価証券）　

種類
貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含ま

れた評価差額（千円）資産（千円） 負債（千円）

株式 － － －

債券 13,331 － －

受益証券 － － －

　 

２．子会社株式および関連会社株式

関連会社株式（貸借対照表計上額　2,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
            

株式 91,485 72,609 18,876

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
            

株式 7,649 7,649 －

合計 99,134 80,258 18,876

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　50,726千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

　

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

株式 523,322 435,544 －

（注）非上場株式（売却額509,054千円、売却益432,014千円）が上表の株式には含まれております。

　

５．減損処理を行った有価証券

　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について5,032千円減損処理を行っております。

  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。　
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当事業年度（平成23年３月31日）

１．商品有価証券等(売買目的有価証券）　

種類
貸借対照表計上額 当事業年度の損益に含ま

れた評価差額（千円）資産（千円） 負債（千円）

株式 ― ― ―

債券 3,486 ― ―

受益証券 ― ― ―

　 

２．子会社株式および関連会社株式

関連会社株式（貸借対照表計上額　2,000千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認

められることから、記載しておりません。

３．その他有価証券

種類
貸借対照表計上額
（千円）

取得原価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額が取得原価を

超えるもの
            

株式 9,191 5,269 3,921

貸借対照表計上額が取得原価を

超えないもの
            

株式 58,710 74,879 △16,169

合計 67,901 80,149 △12,247

（注）非上場株式（貸借対照表計上額　50,726千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と

認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

　

４．当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

５．減損処理を行った有価証券

　当事業年度において、その他有価証券で時価のある株式について109千円減損処理を行っております。

  なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処

理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理

を行っております。　
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されないもの

該当事項はありません。

　

２．ヘッジ会計が適用されるもの

通貨関連

対象物の種類 取引の種類 主なヘッジ対象

前事業年度（平成22年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

　 為替予約取引

約定見返勘定

（外貨建金銭債権債務等）

　 　 　

　 売建 　 　 　

為替予約等の振当処理

　

　

南アフリカランド

加ドル

その他

118,346

19,264

6,575

－

－

－

△1,570

△81

△70

合計 144,187 － △1,723

（注１）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（注２）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている約定見返勘定（外貨建金銭債権債務

等）と一体として処理されているため、その時価は約定見返勘定に含めて記載しております。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．ヘッジ会計が適用されないもの

該当事項はありません。

　

２．ヘッジ会計が適用されるもの

通貨関連

対象物の種類 取引の種類 主なヘッジ対象

当事業年度（平成23年３月31日）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

　 為替予約取引

約定見返勘定

（外貨建金銭債権債務等）

　 　 　

　 売建 　 　 　

為替予約等の振当処理

　

　

南アフリカランド

メキシコペソ

その他

16,371

10,042

6,085

―

―

―

△195

△228

△63

合計 32,498 ― △487

（注１）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

（注２）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている約定見返勘定（外貨建金銭債権債務

等）と一体として処理されているため、その時価は約定見返勘定に含めて記載しております。
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（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を

採用しております。

適格退職年金制度については、退職給与の全部（100％

相当額）を第33期（昭和50年）から移行しております。

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を

採用しております。

なお、当社は平成23年５月１日に適格退職年金制度を

廃止し、確定拠出年金制度および確定拠出型の特定退職

金共済制度へ移行しております。この確定拠出年金制度

への移行については、「退職給付制度間の移行等に関す

る会計処理」（企業会計基準適用指針第１号　平成14年

１月31日）および「退職給付制度間の移行等の会計処理

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号　平成

19年２月７日）を適用しており、19,274千円を「退職給

付制度改定損」として特別損失に計上しております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

イ　退職給付債務 　

期末自己都合退職要支給額 318,180千円

年金受給者の責任準備金    3,850

計   322,030

ロ　年金資産（時価）  143,828

ハ　退職給付引当金（イ－ロ）  178,202

イ　退職給付債務 　

期末自己都合退職要支給額 332,734千円

年金受給者の責任準備金    2,497

退職給付制度改正に伴う増加額

（注）
19,274

計   354,505

ロ　年金資産（時価）  152,723

ハ　退職給付引当金（イ－ロ）  201,782

（注）　確定拠出年金制度への移行に伴い終了する部分

にかかる退職給付債務の減少額とその減少分相

当額の移換予定額との差額であります。

なお、当事業年度末の退職給付引当金201,782千

円は、平成23年４月26日に適格退職年金へ拠出

いたしました。　

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

　　　勤務費用    13,215千円

計 13,215

イ　勤務費用    36,255千円

ロ　退職給付費用 36,255

ハ　退職給付制度改定損 19,274

計 55,530

 

（ストック・オプション等関係）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

前事業年度（自平成21年４月１日　至平成22年３月31日）

事業分離

１　分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日および法的形式を含む事業分離の概

要

（1）分離先企業の名称

オリックス証券株式会社（現マネックス証券株式会社）

（2）分離した事業の内容

インターネットおよび電話を活用した通信取引事業

（3）事業分離を行った主な理由

当社は、対面取引事業に加えて、平成10年からインターネット取引を柱に、お客様の利便性を追求したサービスの提

供および対面取引との相互補完をめざし通信取引事業を展開してまいりましたが、インターネット取引の急速な普及

とともに手数料の値下げ競争等が激化する中、収益が見合わなくなってまいりました。

今後、収益力の向上を図るためには、地元愛知県の対面取引事業に経営資源を集中させることが不可欠であるとの

認識に至りました。

本事業の強化を図るオリックス証券株式会社（現マネックス証券株式会社）のニーズと対面取引事業に経営資源

を集中した事業展開をめざす当社のニーズが合致したことから、吸収分割契約を行い、本事業を分割することとなり

ました。

（4）事業分離日

平成21年12月27日

（5）法的形式を含む事業分離の概要

当社を吸収分割会社、オリックス証券株式会社（現マネックス証券株式会社）を吸収分割承継会社とする吸収分割

　

２　実施した会計処理の概要

（1）移転損益の金額

45,000千円

（2）移転した事業に係る資産および負債の適正な帳簿価額ならびにその主な内訳

流動資産 8,044,398千円

資産合計 8,044,398千円

流動負債 6,890,106千円

負債合計 6,890,106千円

　

３　当事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

営業収益　　196,672千円

営業損失　　 70,602千円

　

当事業年度（自平成22年４月１日　至平成23年３月31日）

該当事項はありません。

EDINET提出書類

丸八証券株式会社(E03792)

有価証券報告書

70/87



（税効果会計関係）

前事業年度
（平成22年３月31日）

当事業年度
（平成23年３月31日）

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

１　繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

繰延税金資産  

賞与引当金 18,653千円

減価償却費超過額 43,820

貸倒引当金超過額 34,795

退職給付引当金 72,261

金融商品取引責任準備金 10,114

ゴルフ会員権評価損 811

投資有価証券評価損 63,611

未払事業税 4,201

繰越欠損金 1,648,537

減損損失 485,274

その他 7,120

繰延税金資産　小計 2,389,202

評価性引当額 △2,389,202

繰延税金資産　合計 －

繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金　

 

7,654

繰延税金負債　合計 7,654

繰延税金負債の純額 7,654

繰延税金資産  

賞与引当金 21,897千円

減価償却費超過額 41,992

貸倒引当金超過額 28,192

退職給付引当金 81,822

金融商品取引責任準備金 8,384

ゴルフ会員権評価損 811

投資有価証券評価損 68,633

未払事業税 3,457

繰越欠損金 1,676,199

減損損失 401,908

その他有価証券評価差額金 4,966

その他 16,863

繰延税金資産　小計 2,355,128

評価性引当額 △2,355,128

繰延税金資産　合計 －

繰延税金負債

  資産除去債務に対応する除去費用

 

438

繰延税金負債　合計 438

繰延税金負債の純額 438

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳　

 （％）　　　

法定実効税率　 40.55

(調整) 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.45

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△1.76

住民税均等割 5.88

評価性引当金の増減 △40.79

更正による一時差異等の修正 △3.79

その他 1.34

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.88

　　

 （％）　　　

法定実効税率　 40.55

(調整) 　

交際費等永久に損金に算入されない項目 5.28

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目
△1.84

住民税均等割 11.00

評価性引当金の増減 △39.59

その他有価証券評価差額金 △5.77

その他 1.99

税効果会計適用後の法人税等の負担率 11.62

　　

　

（持分法損益等）

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

関連会社に対する投資の金額（千円） 81,250 65,765

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 80,693 68,325

持分法を適用した場合の投資利益（△は損失）の金額

（千円）
△14,678 △12,367
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（資産除去債務関係）

当事業年度末（平成23年３月31日）

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。

当社は、事業本部ごとに、主に個人投資家向けの対面営業および自己資金によるディーリングを中心に

事業活動を展開しております。

従って、当社は、事業本部を基礎とした、個人投資家等との取引、ディーリング取引に区別したセグメン

トから構成されており、「対面取引業務」、「ディーリング業務」の２つを報告セグメントとしておりま

す。

「対面取引業務」は、主に、顧客の委託を受けて有価証券の売買を執行することを中心とした業務を

行っております。

「ディーリング業務」は、当社が利益を得ることを目的として、自己の計算により有価証券の売買等を

行っております。

　

２．報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一でありま

す。
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３．報告セグメントごとの純営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（単位：千円）

 
対面取引

業務

通信取引

業務

ディーリング

業務
合計 調整額

財務諸表

計上額

外部顧客への

純営業収益
2,164,967180,648129,0722,474,688－ 2,474,688

セグメント利益

又は損失（△）
58,735△70,602△172,989△184,856 － △184,856

その他の項目                         

減価償却費 35,689 4,895 3,190 43,774 － 43,774

（注）１．セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．セグメント資産については、各報告セグメントへの配分を行っていないため、記載を省略して

おります。

３．通信取引業務は、平成21年12月27日にオリックス証券株式会社（現マネックス証券株式会社）

へ吸収分割されております。

　

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

（単位：千円）

 対面取引業務
ディーリング

業務
合計 調整額

財務諸表

計上額

外部顧客への

純営業収益
2,299,433174,1882,473,622－ 2,473,622

セグメント利益又は

損失（△）
282,322△139,140 143,181 － 143,181

その他の項目                     

減価償却費 47,401 5,173 52,575 － 52,575

（注）１．セグメント利益又は損失は、損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．セグメント資産については、各報告セグメントへの配分を行っていないため、記載を省略して

おります。
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【関連情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２．地域ごとの情報

(1）純営業収益

本邦の外部顧客への純営業収益が損益計算書の純営業収益の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

　

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　　

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客からの純営業収益のうち、損益計算書の純営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記

載を省略しております。

　

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

（単位：千円）

 対面取引業務 ディーリング業務 全社・消去 合計

減損損失 － － 7,578 7,578

（注）「全社・消去」の金額は、事業の用に供していない遊休資産にかかるものであります。

　　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

該当事項はありません。

　

（追加情報）

当事業年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日）

当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27

日）および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成

20年３月21日）を適用しております。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員およ

び個人主

要株主

中村吉孝 － －
当社代表

取締役社長

(被所有)

直接 15.1

転換社債型

新株予約権付

社債の引受け

転換社債型

新株予約権付

社債の引受け

－

転換社債型

新株予約権付

社債

150,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

本債券固有の条件、債券利回り、新株予約権価格等については、本債券の価値に影響を与えるマーケット等での

様々な要因を定量的・定性的に分析し、当社が得られる経済的価値を勘案し決定しております。

 

当事業年度（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の
名称又は
氏名

所在地

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員およ

び個人主

要株主

中村吉孝 － －
当社代表

取締役会長

(被所有)

直接 8.1

転換社債型

新株予約権付

社債の引受け

転換社債型

新株予約権付

社債の引受け

－

転換社債型

新株予約権付

社債

150,000

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

本債券固有の条件、債券利回り、新株予約権価格等については、本債券の価値に影響を与えるマーケット等での

様々な要因を定量的・定性的に分析し、当社が得られる経済的価値を勘案し決定しております。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

親会社情報

エース証券株式会社（非上場）
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり純資産額 150.97円

１株当たり当期純利益金額 6.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 3.89円

１株当たり純資産額 104.83円

１株当たり当期純利益金額 3.79円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2.64円

（注）　１株当たり当期純利益および潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

 
前事業年度

（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

１株当たり当期純利益金額         

　損益計算書上の当期純利益（千円） 122,128 76,060

　普通株式に係る当期純利益（千円） 122,128 76,060

　普通株主に帰属しない金額（千円） － －

　普通株式の期中平均株式数（千株） 20,002 20,049

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
        

　当期純利益調整額（千円） 35,000 30,555

　　（うち社債利息） 35,000 30,555

　普通株式増加数（千株） 20,416 20,368

　　（うち新株予約権付社債） 20,416 20,368

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

　

―――――

　

　

―――――
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日）

当事業年度
（自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日）

────── （資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余

金の処分）

 当社は、平成23年５月20日開催の取締役会において平

成23年６月25日開催の第69期定時株主総会にて、資本準

備金および利益準備金の額の減少ならびに剰余金の処分

について付議することを決議し、同株主総会にて承認可

決されました。なお、本件は純資産の部の勘定の振り替え

であり、純資産額の変動はなく、損益および純資産に与え

る影響はありません。

 １　資本準備金および利益準備金の額の減少ならびに剰

余金の処分の目的

 今後の機動的、柔軟な資本政策により将来の配当

を可能とするため、資本準備金および利益準備金な

らびに別途積立金を減少し、繰越利益剰余金の欠損

填補を行うものであります。

 ２　資本準備金および利益準備金の額の減少の要領

 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金

の一部および利益準備金の全額を取り崩し、それぞ

れその他資本剰余金および繰越利益剰余金に振り替

えるものであります。

 （1）減少する資本準備金および利益準備金の額

 資本準備金 1,383,552,382円

利益準備金 503,860,000円

 （2）増加する剰余金の項目とその額

 その他資本剰余金 1,383,552,382円

繰越利益剰余金 503,860,000円

 ３　剰余金の処分の要領

 会社法第452条の規定に基づき、上記資本準備金を

振り替え後のその他資本剰余金1,383,552,382円の

うち1,367,818,021円および別途積立金全額を取り

崩し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損を補填するも

のであります。

 （1）減少する剰余金の項目とその額

 その他資本剰余金 1,367,818,021円

別途積立金 247,607,240円

 （2）増加する剰余金の項目とその額

 繰越利益剰余金 1,615,425,261円

 ４　日程

 （1）取締役会決議日 平成23年５月20日

（2）定時株主総会決議日 平成23年６月25日

（3）効力発生日 平成23年６月25日
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

　　   銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証

券

その他有

価証券

㈱愛知銀行 5,236 27,122

野村ホールディングス㈱ 60,000 26,100

㈱名古屋証券取引所 3,200 15,000

新光投信㈱ 665 13,000

新関西製鐵㈱ 50,000 11,048

㈱証券保管振替機構 7 7,000

中部証券金融㈱ 30,000 5,670

㈱名古屋銀行 20,130 5,394

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 9,170 3,521

㈱ワールドブライダル 50 3,065

その他５銘柄 41,685 1,705

計 220,143 118,628

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額また
は償却累計額
（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産           

建物 642,357 6,418
7,651

(6,261)
641,125517,994 16,480 123,130

器具備品 274,372 7,328  12,954 268,747207,599 35,835 61,147

土地 196,866 － － 196,866 － － 196,866

有形固定資産計 1,113,59713,747
20,606

(6,261)
1,106,739725,594 52,315 381,144

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

借地権 2,273 －
 1,317

(1,317)
956 － － 956

電話加入権 666 －  － 666 － － 666

ソフトウエア 165 －  － 165 110 55 55

無形固定資産計 3,104 －
 1,317

(1,317)
1,787 110 55 1,677

長期前払費用 526 874  － 1,400 381 296 1,018

繰延資産 － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

(注）「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。　
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【社債明細表】

銘柄 発行年月日
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

利率（％） 担保 償還期限

第１回無担保転換社債型新株予
約権付社債（劣後特約付）
（注）１

平成年月日     平成年月日

20.11.20500,000150,000 3.5 なし 25.11.20

第２回無担保転換社債型新株予 
約権付社債（劣後特約付）
（注）１

      

21.３.30 500,000 － 3.5 なし 26.３.30

 合計 － 1,000,000150,000  － － －

　（注）１．新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄 第１回 第２回
発行すべき株式 普通株式 普通株式
新株予約権の発行価額（円） 無償 無償
株式の発行価格（円） 50 48
発行価額の総額（千円） 500,000 500,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行
価額の総額（千円）

350,000 500,000

新株予約権の付与割合（％） 100 100

新株予約権の行使期間
自　平成20年11月20日
至　平成25年11月19日

自　平成21年３月30日
至　平成26年３月29日

（注）なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付された社債の全

　　　額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。ま

た、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。 　　

 

　　　２．決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
（千円）

１年超２年以内
（千円）

２年超３年以内
（千円）

３年超４年以内
（千円）

４年超５年以内
（千円）

－ － 150,000 － －
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 400,000 400,000 1.53 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く） ― ― ― ―

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く） ― ― ― ―

その他有利子負債

信用取引借入金（１年以内）　
928,0091,859,6730.77 ―

合計 1,328,0092,259,673 ― ―

（注）「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

　

 

【引当金明細表】

区分
前期末残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

（引当金） 　 　 　 　 　

貸倒引当金 98,854 4,072 500 6,064 96,362

賞与引当金 46,000 54,000 46,000 － 54,000

（特別法上の準備金） 　 　 　 　 　

金融商品取引責任準備金 24,943 － 124 4,142 20,676

（注） １．貸倒引当金の当期減少額のうち「その他」は、洗替および債権回収によるものであります。

　 　　２．金融商品取引責任準備金の当期減少額のうち「その他」は、積立金最高限度額超過のため計上したものであり

ます。

　

【資産除去債務明細表】

当事業年度末における資産除去債務の金額が、当該事業年度末における負債および純資産の合計額の100分の

１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。　
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（２）【主な資産および負債の内容】

平成23年３月31日現在における主な資産・負債および収支の内容は次のとおりであります。

 

Ⅰ　資産の部

①　現金・預金

区分 金額（千円）

現金 15,046

預金 　

当座預金 1,797,834

普通預金 15,456

郵便貯金 274

通知預金 200,000

定期預金 30,000

別段預金 87

外貨預金 867

小計 2,044,521

計 2,059,568

②　預託金

内訳 金額（千円）

顧客分別金信託 763,217

取引参加者協会預託金 90,790

計 854,007

 

③　信用取引資産

内訳 金額（千円）

信用取引貸付金

（顧客の信用取引に係る株式の買付代金相当額）
3,534,848

信用取引借証券担保金

（貸借取引により証券金融会社に差入れている借証券担保金）
42,353

計 3,577,201

 

Ⅱ　負債の部

①　信用取引負債

内訳 金額（千円）

信用取引借入金

（証券金融会社からの貸借取引に係る借入金）
1,859,673

信用取引貸証券受入金

（顧客の信用取引に係る株式の売付代金相当額）
62,201

計 1,921,874
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②　預り金

内訳 金額（千円）

顧客からの預り金 430,681

代行事務預り金 216,226

その他の預り金 17,179

計 664,087

　

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報

  第１四半期  第２四半期  第３四半期  第４四半期

 
 自平成22年４月１日

至平成22年６月30日 

 自平成22年７月１日

至平成22年９月30日 

 自平成22年10月１日

至平成22年12月31日 

 自平成23年１月１日

至平成23年３月31日 

営業収益（千円） 601,305 516,531 678,245 703,338

税引前四半期純利益

金額又は税引前四半

期純損失金額（△）

（千円）

8,769 △70,579 84,636 63,234

四半期純利益金額又

は四半期純損失金額

（△）（千円）

6,376 △72,390 82,828 59,246

１株当たり四半期純

利益金額又は１株当

たり四半期純損失金

額（△）（円）

0.32 △3.62 4.14 2.93
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り 　

取扱場所
 (特別口座） 

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

株主名簿管理人
（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取手数料 無料　実費負担（送金手数料等）

公告掲載方法

電子公告とし、当社のホームページに掲載する。ただし、電子公告によることが

できない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載

する。

アドレス　http://www.maruhachi-sec.co.jp/

株主に対する特典

３月31日現在の当社株主名簿に記載または記録された、１単元（1,000株）以上

の株主を対象に、当社オリジナル図書カード（1,000円相当）を贈呈いたしま

す。

 （注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

　　　（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　　　（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当および募集新株予約権の割当を受ける権利 
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

 

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（１）有価証券報告書およびその添付書類ならびに確認書

事業年度

（第68期）

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

平成22年６月21日

東海財務局長に提出

 

 

（２）有価証券報告書の訂正報告書および確認書

事業年度

（第68期）

自　平成21年４月１日

至　平成22年３月31日

平成22年９月27日

東海財務局長に提出

 

 

（３）内部統制報告書およびその添付書類

  
平成22年６月21日

東海財務局長に提出

 

 

（４）四半期報告書および確認書

（第69期第１四半期） 自　平成22年４月１日

至　平成22年６月30日

平成22年８月12日

東海財務局長に提出

 

（第69期第２四半期） 自　平成22年７月１日

至　平成22年９月30日

平成22年11月12日

東海財務局長に提出

 

（第69期第３四半期） 自　平成22年10月１日

至　平成22年12月31日

平成23年２月10日

東海財務局長に提出

 

 

（５）臨時報告書

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に基づくもの

平成22年７月６日

東海財務局長に提出

 

金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣

府令第19条第２項第３号および第４号（親会社および主要株主の異動）

の規定に基づくもの

平成23年４月１日

東海財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

   平成２２年６月２１日

丸八証券株式会社    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　部　俊　夫　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　林　幸　宏　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　重　俊　寛　　印

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる丸八証券株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第６８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸八証券株

式会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、丸八証券株式会社の平成

２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制

報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、丸八証券株式会社が平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

   平成２３年６月２７日

丸八証券株式会社    

 取締役会　御中  

 新日本有限責任監査法人  

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岩　部　俊　夫　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　林　幸　宏　　印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 森　重　俊　寛　　印

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる丸八証券株式会社の平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの第６９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務

諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行

われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務

諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断し

ている。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、丸八証券株

式会社の平成２３年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

＜内部統制監査＞

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、丸八証券株式会社の平成

２３年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部統制

報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明するこ

とにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性

がある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監

査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がないかどうかの

合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評

価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表示を検討することを含んで

いる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、丸八証券株式会社が平成２３年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報

告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が財務諸表に添付する形で別途保管しております。

２．財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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